
魏
晋
周
辺
民
族
官
印
制
度
の
復
元
と
『
魏
志
倭
人
伝
」
印

秋

山

進

午

門
要
約
】
　
『
魏
志
倭
人
伝
』
記
載
の
「
親
署
倭
王
」
「
面
面
中
郎
将
・
校
尉
」
の
三
幅
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
授
与
理
由
に
は
、
遠

路
勤
労
の
賞
賜
、
倭
国
実
力
の
高
さ
、
い
や
買
い
か
ぶ
り
、
呉
と
の
接
近
を
阻
む
、
な
ど
意
見
は
区
々
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
ひ
と
え
に
、
魏
の
周
辺
民
族

対
策
の
全
貌
が
不
明
な
ま
ま
の
水
掛
け
論
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
解
明
に
は
、
早
く
大
庭
修
氏
が
『
親
棄
婦
王
』
（
学
生
社
、
一
九
七
…
年
）
で
先
鞭
を
つ

け
た
、
魏
晋
授
与
の
新
出
周
辺
民
族
富
印
を
収
集
整
理
し
、
文
献
記
載
と
対
応
さ
せ
る
方
法
が
有
効
で
あ
る
。
大
庭
氏
の
と
き
、
六
穎
で
あ
っ
た
魏
晋
新

出
印
は
、
そ
の
後
の
四
〇
年
程
で
そ
の
年
数
と
同
数
に
達
し
た
。
本
稿
は
そ
れ
ら
を
網
羅
集
成
し
検
討
を
加
え
、
里
雪
周
辺
民
族
照
影
制
度
は
、
一
、
国

王
印
、
二
、
恩
義
王
侯
印
、
三
、
王
侯
以
下
へ
の
率
善
印
、
の
三
ラ
ン
ク
と
な
る
復
元
に
成
功
し
た
。
即
ち
「
親
筆
二
王
扁
印
は
第
一
ラ
ン
ク
、
「
率
善

中
郎
将
・
校
尉
」
印
は
第
三
ラ
ン
ク
と
な
る
。
さ
ら
に
、
当
時
の
ア
ジ
ア
東
北
縁
辺
部
の
情
勢
中
に
、
そ
れ
ら
璽
印
を
位
置
付
け
る
こ
と
に
努
め
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吏
林
　
九
三
巻
四
号
　
二
〇
一
〇
年
七
月

は
　
じ
　
め
　
に

　
『
魏
志
倭
人
伝
』
が
三
世
紀
半
ば
前
後
頃
の
わ
が
国
研
究
の
根
本
資
料
で
あ
る
こ
と
は
、
い
ま
さ
ら
筆
者
の
喋
々
す
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
ま

い
。
近
年
、
科
学
技
術
的
研
究
の
進
農
に
よ
っ
て
弥
生
時
代
開
始
の
年
代
が
繰
り
上
が
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
考
古
遺
物
と
そ
の
実
年
代
が
文
献

年
代
と
　
致
す
る
ご
と
く
報
道
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
具
体
像
を
確
定
し
て
ゆ
く
上
で
『
魏
志
野
人
伝
』
の
記
載
が
最
高
の
手
が
か
り
で
あ
る
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こ
と
に
全
く
変
り
は
無
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
は
、
や
は
り
何
と
い
っ
て
も
景
初
三
年
（
二
三
九
）
、
魏
朝
廷
か
ら
詔
書
を
も
っ
て
倭

の
女
王
卑
弥
呼
に
授
与
さ
れ
た
親
魏
倭
王
、
使
者
の
難
升
米
へ
の
率
善
中
郎
将
、
都
市
牛
利
へ
の
率
善
校
尉
、
の
三
穎
の
印
綬
こ
そ
は
、
倭
国

と
魏
国
と
の
国
際
関
係
の
中
で
の
核
心
部
分
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
倭
圏
は
正
式
に
魏
の
藩
屏
に
組
み
込
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
そ
れ
ら
親
魏
倭
王
以
下
の
印
綬
の
授
与
で
示
さ
れ
る
倭
の
力
が
、
魏
の
対
外
政
策
の
中
で
ど
の
よ
う
な
位
置
に
あ
る
の
か
は
論
者

に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
に
異
な
る
。
大
庭
脩
氏
は
そ
の
著
書
『
翠
嵐
倭
王
』
（
学
生
社
、
一
九
七
　
年
一
以
下
、
〈
大
庭
書
〉
と
略
称
）
に
「
日
本
史

ば
た
け
の
学
者
の
評
価
は
大
き
く
、
東
洋
史
ば
た
け
の
学
者
の
評
価
は
小
さ
い
。
」
（
｝
○
○
頁
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。
大
庭
氏
は
中
国
法
制
史

の
立
場
か
ら
、
倭
人
伝
に
記
述
さ
れ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
事
柄
に
つ
い
て
問
題
の
解
明
に
努
力
さ
れ
た
が
、
な
お
充
分
と
は
言
い
難
い
感
が
残

る
。
そ
の
理
由
は
、
肝
心
の
魏
国
の
対
外
官
制
の
全
体
像
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
本
稿
は
、
そ
の
〈
大
庭
書
〉
を
は
じ
め
、
先
人
の
研
究
成
果
を
も
と
と
し
、
〈
大
庭
書
〉
以
降
の
新
た
な
関
係
璽
印
の
集
成
と
分
析
を
行
い
、

そ
れ
に
基
づ
き
、
『
魏
志
倭
人
伝
』
に
記
さ
れ
る
、
魏
国
が
倭
国
へ
与
え
た
三
種
の
印
を
、
魏
朝
の
対
外
官
制
の
中
に
位
置
付
け
、
そ
の
上
で

各
種
の
問
題
を
検
討
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
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一
、
璽
印
研
究
と
『
魏
志
倭
人
伝
』
記
載
印

　
指
印
研
究
は
す
で
に
長
い
歴
史
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
魚
燈
以
来
、
金
石
研
究
の
隆
盛
と
共
に
璽
印
研
究
に
お
い
て
も
数
多
く
の
積
み
重
ね
が

な
さ
れ
、
刊
行
さ
れ
た
印
譜
の
類
も
枚
挙
に
逞
が
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
わ
が
国
で
も
江
戸
時
代
、
申
国
の
印
譜
類
が
数
多
く
輸
入
さ
れ
、
そ
れ

ら
に
よ
っ
て
特
に
高
芙
蓉
を
中
心
に
籔
刻
が
隆
盛
し
た
。
加
え
て
、
璽
印
の
実
物
資
料
が
明
治
以
来
多
数
も
た
ら
さ
れ
、
そ
れ
ら
を
も
と
に
作

成
さ
れ
た
印
譜
や
研
究
論
考
も
数
多
い
。
更
に
、
敗
戦
に
よ
っ
て
研
究
の
自
由
を
回
復
し
た
古
代
史
分
野
で
は
、
“
金
印
”
す
な
わ
ち
天
明
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

年
（
一
七
八
四
）
、
志
賀
島
で
掘
り
出
さ
れ
た
「
薬
酒
奴
国
王
」
金
印
の
再
検
討
を
軸
に
、
活
発
な
論
議
が
か
わ
さ
れ
た
し
、
刊
行
が
始
ま
っ
た

歴
史
・
美
術
文
化
史
全
集
に
お
い
て
は
、
書
の
一
分
野
と
し
て
籔
刻
が
位
置
付
け
ら
れ
、
当
時
、
本
場
の
中
国
に
お
け
る
研
究
が
停
滞
す
る
中
、
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②

籔
刻
作
家
、
研
究
者
か
ら
の
盛
ん
な
研
究
が
発
表
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
ら
わ
が
国
の
研
究
成
果
や
発
表
さ
れ
た
印
譜
類
が
、
そ
の
後
、
中
国
で

の
璽
印
研
究
に
さ
ま
ざ
ま
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
所
で
あ
る
。

　
そ
う
し
た
研
究
の
中
で
、
真
偽
に
問
題
を
抱
え
る
伝
世
璽
印
を
離
れ
、
文
献
の
み
を
拠
り
ど
こ
ろ
と
す
る
研
究
を
提
唱
し
、
文
献
の
限
界
に

よ
る
問
題
点
を
一
部
含
み
な
が
ら
も
、
そ
こ
に
漢
魏
晋
朝
の
皇
帝
を
頂
点
と
す
る
政
治
構
造
の
中
に
、
皇
帝
に
忠
誠
を
誓
い
国
内
統
治
に
当
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

三
芳
と
、
そ
の
周
辺
に
居
住
す
る
周
辺
民
族
の
柵
封
体
制
に
よ
る
外
記
と
の
二
重
の
構
造
を
明
ら
か
に
し
た
の
は
栗
原
朋
信
氏
の
研
究
で
あ
る
。

こ
の
研
究
が
中
国
王
朝
と
周
辺
民
族
と
の
相
互
関
係
を
研
究
す
る
上
で
、
そ
の
後
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
無
い
と
こ
ろ

で
あ
る
。

　
一
方
、
伝
世
印
の
研
究
に
も
大
き
な
変
革
が
あ
っ
た
。
『
黒
印
文
字
徴
』
の
著
者
で
戦
前
か
ら
著
名
な
、
羅
福
島
氏
主
謀
の
『
秦
漢
南
北
朝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

官
印
徴
存
』
（
一
九
八
七
年
）
の
刊
行
で
あ
る
。
主
編
者
の
羅
氏
は
残
念
な
が
ら
刊
行
を
見
ず
に
亡
く
な
ら
れ
、
本
書
は
故
宮
博
物
院
研
究
室
璽

印
組
房
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
同
書
の
前
言
に
よ
る
と
「
本
書
編
纂
の
た
め
、
羅
先
生
は
七
十
余
の
高
齢
な
が
ら
璽
印
組
同
志
と
と
も
に
南
北

剰
余
の
置
市
に
広
く
資
料
を
集
め
た
。
」
と
あ
る
。
巻
頭
の
引
用
資
料
欄
に
は
、
主
要
な
璽
印
研
究
書
や
印
譜
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
他
に
、
調

査
さ
れ
た
一
七
の
省
市
博
物
館
の
名
前
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
『
（
日
本
）
書
道
全
集
』
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
、
本
書
は
単

に
故
宮
博
物
院
ほ
か
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
伝
世
印
を
集
め
て
配
列
し
た
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
新
出
土
の
璽
印
資
料
を
実
際
に
現
地
で
詳
細

に
観
察
し
た
成
果
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
過
去
の
印
譜
類
の
研
究
に
加
え
、
日
本
に
お
け
る
薪
研
究
の
成
果
ま
で
幅
広
く
取
り
入
れ
ら
れ

て
い
る
研
究
書
で
あ
る
。
こ
の
書
を
伝
世
璽
印
書
と
す
る
こ
と
は
不
当
で
あ
っ
て
、
中
国
璽
印
研
究
の
最
新
成
果
と
し
て
取
り
扱
う
べ
き
で
あ

ろ
う
。
た
だ
、
本
書
が
新
出
土
資
料
の
み
で
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
併
せ
て
故
宮
博
物
院
は
じ
め
各
地
収
蔵
機
関
に
伝
え
ら
れ
た
出

土
地
不
明
の
璽
印
を
数
多
く
収
載
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
、
こ
こ
で
は
伝
世
璽
印
書
の
代
表
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
を
了
承
願
い
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
も
う
一
冊
、
挙
げ
る
べ
き
書
物
に
王
人
馬
『
新
出
歴
代
璽
印
集
魚
』
が
あ
る
。
一
九
四
九
年
か
ら
一
九
八
○
年
ま
で
の
三
〇
年
間
に
発
表
さ

れ
た
新
出
土
歴
代
璽
印
に
、
王
氏
の
詳
細
な
注
釈
を
加
え
た
研
究
書
で
あ
る
。
新
出
土
資
料
に
限
ら
れ
て
い
る
た
め
、
本
稿
に
関
係
す
る
所
が
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少
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
が
、
精
緻
な
注
釈
に
は
傾
聴
す
る
べ
き
と
こ
ろ
が
多
い
。

　
『
魏
志
倭
人
伝
』
記
載
の
景
印
の
研
究
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
が
、
文
献
記
載
の
関
係
史
料
の
捜
索
は
、
〈
大
庭
書
〉
に
よ
っ
て
大
凡
尽
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

さ
れ
た
感
が
あ
る
。
残
る
は
岡
崎
敬
・
大
庭
氏
が
発
展
を
志
し
た
、
新
出
と
伝
世
の
、
魏
晋
朝
が
周
辺
民
族
へ
授
与
し
た
官
印
資
料
の
集
積
に

よ
る
研
究
の
展
開
で
あ
ろ
う
。
両
氏
が
研
究
し
た
当
時
の
新
中
国
に
お
け
る
確
実
な
新
出
土
の
各
説
官
印
資
料
と
し
て
は
、
後
述
の
通
り
、
一

九
五
六
年
、
内
蒙
古
自
治
区
涼
城
県
出
土
の
「
晋
鳥
丸
帰
義
侯
」
、
「
晋
鮮
卑
帰
義
侯
」
の
両
駝
鉦
金
印
と
「
晋
鮮
卑
率
善
中
郎
将
」
駝
鉦
宝
印

の
一
括
遺
物
、
及
び
、
一
九
四
八
年
、
甘
三
省
西
和
県
発
見
の
「
晋
帰
海
量
侯
」
、
「
晋
帰
義
藤
葛
」
の
両
駝
鉦
金
印
、
そ
れ
に
一
九
六
六
年
、

韓
国
慶
尚
北
道
迎
日
郡
新
光
面
馬
糧
里
出
土
の
「
晋
率
善
椴
個
長
」
獣
凝
望
印
に
止
ま
る
。
両
氏
が
そ
れ
に
加
え
、
大
谷
大
学
所
蔵
の
禿
庵
文

庫
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
等
の
伝
世
印
面
の
い
わ
ゆ
る
蛮
夷
印
（
以
下
、
本
稿
で
は
”
周
辺
民
族
印
”
と
記
述
）
か
ら
、
同
種
の
魏
晋
印
を
取
り
あ
げ
、
新

出
資
料
と
伝
世
資
料
と
を
併
せ
て
検
討
し
て
い
る
の
も
、
伝
世
資
料
の
方
が
数
多
い
当
時
の
状
況
で
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
成
果

は
早
速
〈
大
庭
書
二
八
八
頁
〉
に
実
を
結
び
、
「
率
善
」
印
に
お
い
て
、
授
与
先
の
民
族
名
が
一
字
か
二
字
以
上
か
に
よ
り
、
そ
の
配
置
が

「
率
善
」
の
前
か
後
か
が
決
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

　
続
い
て
、
こ
れ
ら
の
い
わ
ゆ
る
漢
魏
晋
周
辺
民
族
印
の
新
出
土
資
料
を
博
捜
し
、
大
庭
氏
の
民
族
名
が
一
字
か
二
字
以
上
か
に
よ
っ
て
「
率

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

善
」
と
の
前
後
配
置
が
決
ま
る
定
式
が
、
「
帰
線
」
印
に
も
及
ぶ
事
を
明
ら
か
に
し
た
の
は
梶
山
勝
氏
で
あ
る
。
一
九
九
四
年
発
表
の
〈
梶
山

論
〉
に
資
料
と
し
て
あ
げ
ら
れ
た
漢
魏
晋
周
辺
艮
族
印
は
四
二
穎
に
増
加
し
て
い
る
。

　
本
稿
の
研
究
方
法
の
中
心
は
新
出
土
の
周
辺
民
族
印
を
博
捜
す
る
こ
と
で
、
そ
の
点
で
は
一
九
九
〇
年
初
ま
で
の
周
辺
民
族
印
を
集
成
し
て

成
果
を
挙
げ
た
〈
梶
山
論
〉
と
何
ら
変
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
し
か
し
、
〈
梶
山
論
〉
の
目
的
は
、
論
考
副
題
の
示
す
よ
う
に
、
そ
の
成
果
を
以

て
西
南
夷
が
受
給
し
た
璽
印
の
様
相
を
明
ら
か
に
す
る
事
に
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
本
稿
が
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
先
ず
魏
な
い
し
晋
の
周

辺
民
族
に
対
す
る
官
印
授
与
制
度
の
全
貌
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
試
み
が
成
功
す
れ
ば
、
『
魏
志
倭
人
伝
』
に
記
さ
れ
た
倭
国

の
璽
印
の
位
置
付
け
は
自
ず
か
ら
明
確
と
な
ろ
う
。
本
稿
表
題
に
「
魏
晋
周
辺
民
族
官
印
制
度
の
復
元
」
と
「
『
魏
志
倭
人
伝
』
印
」
と
を
併
せ
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名
付
け
た
の
は
そ
の
ゆ
え
で
あ
る
。

　
本
稿
の
研
究
は
、
す
で
に
〈
大
庭
書
〉
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
、
新
出
の
確
実
な
璽
印
の
検
討
を
核
と
し
て
、
伝
世
の
資
料
を
吟
味
し
て
加

え
る
、
と
い
う
方
法
を
愚
直
に
実
践
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
当
然
、
〈
梶
山
論
〉
に
掲
載
さ
れ
た
く
大
庭
書
〉
以
降
二
〇
年
の
新
出
詳
言
の

集
成
表
は
、
研
究
目
的
が
異
な
る
と
は
い
え
、
璽
印
資
料
集
成
に
有
益
な
教
示
を
得
た
。
本
稿
は
〈
梶
山
論
〉
以
降
、
更
に
二
〇
年
近
い
新
出

璽
印
を
含
め
て
再
検
討
を
行
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
前
出
の
中
国
に
お
け
る
璽
印
研
究
の
最
新
成
果
を
利
用
す
る
こ
と
が
出
来
た
こ
と
も
幸
い

で
あ
る
。
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
本
稿
が
魏
晋
官
印
の
検
討
に
お
い
て
、
一
定
の
成
果
を
収
め
る
こ
と
が
出
来
た
も
の
と
考
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
言
う
ま
で
も
な
く
咽
魏
志
倭
人
伝
』
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
、
最
も
身
近
な
中
国
の
正
史
の
一
部
分
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
の
正
史
の
断
片
的

な
記
述
と
は
異
な
り
、
倭
国
の
存
在
と
そ
の
様
相
が
東
ア
ジ
ア
の
歴
史
の
中
に
着
実
な
一
歩
を
記
し
た
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
そ
こ
に
記
さ
れ

た
さ
ま
ざ
ま
な
事
柄
は
、
文
字
記
録
を
持
た
な
か
っ
た
、
当
時
の
わ
が
国
の
状
況
を
具
体
的
に
示
し
て
く
れ
る
貴
重
な
史
料
で
あ
る
。
そ
の
な

か
で
景
初
三
年
（
二
三
九
）
の
初
め
て
の
魏
へ
の
遣
使
に
際
し
、
魏
は
倭
の
女
王
卑
弥
呼
に
「
親
魏
倭
王
」
金
印
紫
綬
、
使
者
の
難
善
男
と
都

市
牛
利
に
率
善
中
郎
将
と
率
善
校
尉
の
、
共
に
銀
印
青
綬
を
与
え
て
い
る
。

　
さ
ら
に
正
始
四
年
三
四
三
）
の
第
二
回
遣
使
で
は
液
中
黒
ら
八
人
に
、
率
善
中
郎
将
の
印
綬
が
与
え
ら
れ
た
。
卑
弥
呼
の
後
を
継
い
だ
壱

与
が
、
馬
方
郡
の
塞
無
智
史
の
張
政
を
送
り
返
す
際
に
遣
わ
し
た
第
四
回
（
年
代
不
明
）
の
藁
沓
は
、
引
き
続
き
貢
物
を
携
え
て
都
へ
至
っ
た

が
、
新
た
な
授
与
の
記
載
は
な
い
。
貢
物
と
そ
の
返
礼
の
多
寡
は
と
も
か
く
、
魏
か
ら
得
た
官
印
に
示
さ
れ
る
宮
職
が
、
わ
が
国
の
力
を
ど
う

評
価
し
、
何
を
期
待
し
た
結
果
か
と
い
う
聞
題
は
、
ひ
と
え
に
帰
国
が
周
辺
民
族
に
対
し
授
与
す
る
官
印
の
体
系
が
明
確
に
な
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
始
め
て
意
味
の
有
る
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
①
　
大
谷
光
男
『
研
究
史
　
金
印
盛
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
閥
年
で
代
表
さ
せ
る
。
　
　
　
　
　
〈
栗
原
論
〉
と
略
称
）
。

　
②
『
香
道
全
集
眺
別
巻
一
、
印
譜
・
中
国
、
平
凡
社
、
一
九
六
八
年
。
　
　
　
④
1
羅
濫
訴
王
編
・
故
宮
博
物
院
研
究
室
璽
印
二
瀬
『
秦
漢
南
北
朝
官
印
徴
存
㎏

　
③
栗
原
朋
信
「
文
献
に
あ
ら
わ
れ
た
る
秦
漢
愚
亭
の
研
究
」
栗
原
朋
信
『
秦
漢
史
　
　
　
文
物
出
版
社
、
一
九
八
七
年
（
以
下
、
《
強
化
》
と
略
称
）
。

　
　
の
研
究
隔
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
〇
年
、
所
収
（
＝
一
五
一
二
八
六
頁
）
、
（
以
下
、
　
　
　
　
　
2
近
年
発
表
の
次
の
論
考
は
、
《
徴
存
》
の
誤
り
を
補
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
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孫
慰
祖
「
《
秦
漢
南
北
朝
官
印
徴
存
》
注
釈
補
正
」
『
中
国
歴
史
文
物
臨
二
〇
〇

　
二
年
中
三
期
（
四
｝
一
四
五
頁
）
。
本
稿
は
そ
の
補
正
を
採
用
し
て
い
る
。

⑤
　
堅
人
聡
編
著
『
新
出
歴
代
璽
港
頭
釈
』
香
港
羅
文
大
学
文
物
館
千
丁
之
三
、
一

　
九
八
七
年
（
以
下
、
《
集
釈
》
と
略
称
）
。

⑥
岡
崎
敬
笥
難
中
歳
君
」
銀
印
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
『
朝
鮮
学
報
』
第
四
六
輯
、

　
一
九
六
八
年
目
四
五
－
六
〇
頁
）
、
五
七
頁
（
岡
崎
敬
『
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
と
朝
鮮

　
半
島
の
考
古
学
翫
第
一
書
房
、
二
〇
〇
二
年
（
一
六
七
一
一
八
八
頁
）
所
収
、
一

　
八
○
頁
）
。
及
び
〈
大
軍
書
・
一
八
六
百
ハ
〉
。

⑦
梶
山
勝
「
四
種
晋
代
の
蛮
夷
印
の
用
法
i
西
南
夷
の
印
を
中
心
と
し
て

　
一
」
大
谷
光
男
編
『
金
印
研
究
論
文
集
成
一
新
人
物
往
来
社
、
　
一
九
九
四
年

　
（
＝
七
一
一
四
二
頁
）
、
（
以
下
、
〈
梶
山
論
〉
と
略
称
）
。

⑧
『
三
国
志
隔
巻
三
十
、
魏
書
、
東
夷
伝
、
倭
入
墨
（
中
華
書
局
標
点
本
八
五
四

　
買
、
以
下
、
正
史
の
（
　
）
内
は
中
華
書
屋
標
点
本
を
省
略
）
1
1
『
早
引
倭
人

　
踏
肥
。
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二
、
漢
授
与
周
辺
民
族
官
印

　
魏
晋
朝
が
周
辺
民
族
へ
授
与
し
た
官
印
を
検
討
し
、
そ
の
授
与
基
準
を
確
定
す
る
の
が
本
稿
の
目
的
の
～
つ
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
先

立
つ
前
漢
に
お
い
て
は
旬
奴
と
莞
が
、
ま
た
後
漢
で
は
西
方
に
お
い
て
完
、
域
、
東
北
に
お
い
て
は
烏
桓
、
翠
玉
な
ど
の
周
辺
民
族
と
の
抗
争

が
、
大
き
く
朝
廷
を
悩
ま
せ
た
。
前
漢
の
武
帝
に
よ
る
四
方
へ
の
勢
力
拡
大
に
伴
っ
て
、
周
辺
民
族
と
の
さ
ま
ざ
ま
な
摩
擦
が
生
じ
て
よ
り
、

後
漢
の
滅
亡
に
至
る
ま
で
の
三
百
数
十
年
の
間
に
、
幾
つ
も
の
周
辺
民
族
と
叛
服
常
無
い
接
触
、
交
渉
を
繰
り
返
し
て
い
る
が
、
そ
の
間
に
彼

等
に
授
与
し
た
官
印
が
実
際
に
出
土
し
た
例
は
以
下
に
示
す
ご
と
く
一
〇
穎
に
過
ぎ
な
い
。
ま
た
、
伝
世
印
も
《
徴
存
》
に
五
〇
穎
前
後
が
数

え
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。

　
こ
れ
を
魏
と
西
垂
耳
の
百
年
に
満
た
な
い
治
世
の
間
に
残
さ
れ
た
周
辺
民
族
へ
の
官
印
の
総
数
が
、
平
出
と
伝
世
併
せ
て
、
三
五
〇
穎
を
越

え
る
数
が
あ
る
の
と
比
較
す
る
と
、
現
状
で
漢
薬
授
与
の
周
辺
民
族
官
印
の
体
系
化
に
多
く
を
求
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
魏
重
弁
の
宮
印
が
葦
生
に
淵
源
を
も
つ
こ
と
は
疑
い
な
い
。
体
系
化
は
一
先
ず
先
の
課
題
と
し
て
、
先
ず
は
近
年
新
出
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

漢
印
の
状
況
を
表
｝
に
集
成
し
、
そ
こ
に
魏
晋
印
に
繋
が
る
問
題
の
み
を
指
摘
す
る
こ
と
で
止
め
る
こ
と
を
お
許
し
頂
き
た
い
。

　
表
一
、
漢
一
～
三
は
旬
奴
へ
授
与
さ
れ
た
印
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
一
・
二
と
夕
煙
の
大
い
に
異
な
る
三
の
印
は
更
始
帝
が
飼
奴
の
助
力
を
得
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

う
と
し
て
授
与
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
同
様
に
四
一
六
は
莞
、
七
は
聖
、
八
は
賓
、
賓
は
土
壌
印
補
注
の
潮
見
文
に
詳
し
い
。
九
は
蛮
夷
、
そ
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　尺一、漢周辺浅族宮印表（新出印のみ）
注：ifx＝　＜＜徴存》／集za《集釈》の略、省県年号一部略

番号 印　文 鑓・材質 出土・報告 徴／集 文　献
漢1 r漢寵愛栗借温禺靱」 駝鉦冬芽 内蒙古伊盟徴収 12正2／112 『文物』1977－5，P96，Hg3．

漢2 r漢旬奴帰義親漢長」 駝鉦田印 青海大通上孫家塞乙1号墓 1214／241 発掘報告諮p正51，p169－1・2．

漢3 「旬奴帰漢君印」 駝鉦調印 河南洛陽辛店郷後漢墓 『文物』2003－9，P95，1195，

漢4 「漢帰義莞長」 駝鉦銅印 新§匪三和玉奇喀徳古城蛙 1227／U6 『文物』正975－7，P28，p18－1．

漢5 膜帰義茎長」 駝鉦銅印 陳西歴史博物館蔵印 『文華』’97一劇P31，591－15．

漢6 「漢率善莞長」 駝鉦極印 甘粛浬州古城坑 〈考与文〉’88－1，p81，行g2－4．

漢7 膜嬰邑長∫ 駝鉦銅印 陳揖歴史博物館蔵印 1260 『文博』’97－4，P31，Hg1－14．

漢8 r漢帰嘉賓琶侯」 駝鉦金印 四胴万県発見 『中屡歴史博物館』pi87・88．

漢9 「漢夷量君」 駝鉦耳印 湖北宜城楚皇城趾 ／114 『考吉』’80－2，pU2，薮98－1，

漢10 r演王之印 蛇鉦金印 雲南山斗贋築山6号墓 1202／109 発掘報告書p113，pUO7－3．

衷一、補注：雑誌略称〈考陽文〉＝『考古与文物』：霞書明細＝『中圏歴史博物館』講談社，1982年。

漢1文献：陸雪崩「内蒙古伊盟出土三方二代官印」。漢2文献：青海省文物考古研究所『上孫家電漢

晋墓』文物出版社，1993年。漢3文献：洛陽市第二文物工作隊・中国科学技術大学科技史与科技考古’

系「洛陽辛店東漢墓発現“何奴二二霜”銅印∫。漢4文献：孟池「二二彊歴史文物聚｝漢代在西域的政治

二士諏経済建設ま・蒲之興「試釈“漢帰義身長”印」『文物』1976－7，p86。漢5・7文献：韓建武・師小群

ゼ陳西歴史博物三蔵印叢考」。漢6文献；劉玉林「甘粛浬川出土的古代官印」。漢8文献：潮見浩「「漢

帰義費邑侯」金印」『東アジアの考古と歴史一岡崎敬先生退官記念論集一上』同朋舎嵐版，1987年，206頁。

漢9：文献：楚皇城考古発掘隊「湖北宜城楚皇城勘査簡報」・王人聡f漢晋官印考証」『故宮博物院院刊』

1983－4，26頁，図7。漢10文献＝雲南省博物館『雲南晋寧石纂恨古墓群発掘報告贔文物嵐版社．1959年。

の
報
告
に
「
晋
蛮
夷
率
善
邑
長
」
印
を
徴
収
、
と
あ
る
が
詳
細
記
載
も
印
影
も
無

い
の
で
附
記
す
る
に
止
め
る
。
～
○
は
演
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
璽
印
の
う
ち
で
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

漢
印
は
一
〇
の
「
演
王
之
疎
漏
（
後
述
）
の
み
で
、
他
は
す
べ
て
後
加
印
で
あ
る
。

　
漢
授
与
外
臣
の
印
　
璽
印
に
よ
る
研
究
か
ら
、
中
国
古
代
国
家
の
構
造
を
、
内

臣
と
黒
歯
の
概
念
に
よ
っ
て
論
じ
た
の
は
く
栗
原
論
〉
で
あ
る
。
そ
の
第
四
章

（
二
一
δ
頁
）
に
、
漢
一
〇
「
演
王
之
印
」
と
「
減
一
一
印
」
の
目
印
が
検
討
さ

れ
て
い
る
。
前
者
は
新
出
土
資
料
で
あ
り
、
そ
の
印
は
『
史
記
』
西
南
夷
列
伝
に

記
さ
れ
る
、
演
王
に
与
え
ら
れ
た
印
で
、
前
漢
が
周
辺
民
族
へ
与
え
た
現
存
唯
一

の
官
印
で
あ
る
。
ま
た
、
後
者
は
『
三
国
志
』
魏
書
、
東
夷
伝
、
夫
二
条
に
記
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

れ
る
文
献
上
の
印
で
あ
る
。

　
〈
栗
原
論
〉
は
減
王
印
の
授
与
の
機
会
と
し
て
、
前
漢
武
帝
の
元
朔
元
年
（
前

＝
一
八
）
、
蒼
海
郡
設
置
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
、
磯
君
南
闘
が
前
漢
へ
降
っ
た

時
を
想
定
し
て
い
る
。
筆
者
は
先
に
発
表
し
た
「
夫
租
磯
君
」
銀
緯
論
考
に
お
い

⑤て
、
官
印
で
は
な
い
「
野
際
畿
君
」
銀
印
が
哉
へ
の
道
路
工
事
に
際
し
て
与
え
ら

れ
た
も
の
と
考
え
た
。
実
物
の
存
在
し
な
い
「
減
配
之
印
」
に
対
し
て
、
そ
れ
以

上
は
推
測
と
な
ろ
う
が
、
当
初
か
ら
官
印
で
は
な
か
っ
た
な
ら
、
王
葬
の
疑
降
の

際
に
交
換
さ
れ
る
可
能
性
を
考
え
る
必
要
は
な
い
。
筆
者
は
先
の
論
考
を
補
強
す

る
意
味
か
ら
も
、
〈
栗
原
論
V
の
端
麗
元
年
に
聖
君
南
至
に
与
え
ら
れ
た
説
に
賛

意
を
表
す
る
が
、
そ
の
印
は
あ
く
ま
で
官
印
で
は
な
く
、
「
夫
租
蔵
君
」
銀
印
と
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同
様
、
工
事
に
当
た
っ
た
彰
呉
が
作
成
し
た
印
で
あ
る
と
考
え
た
い
。

　
旬
涼
風
と
そ
の
他
民
族
印
　
葉
其
峰
氏
は
そ
の
著
で
、
南
鮮
奴
の
降
人
に
は
「
漢
飼
奴
…
…
」
を
、
北
旬
奴
の
降
人
に
は
「
漢
飼
転
帰
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

…
…
」
を
、
前
漢
以
来
長
期
に
漢
土
に
居
住
す
る
も
の
に
「
漢
胡
…
…
」
を
つ
け
て
区
別
し
た
と
す
る
。
確
か
に
旬
奴
な
い
し
胡
印
に
上
述
の

三
種
が
膚
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
葉
氏
の
説
の
通
り
で
あ
る
か
ど
う
か
、
今
後
の
一
層
の
検
討
に
待
ち
た
い
。

　
漢
土
へ
の
来
降
に
よ
る
区
別
の
ほ
か
、
単
解
の
下
の
部
族
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
族
名
ま
で
記
し
た
印
を
授
与
し
て
い
る
。
上
記
、
漢
一
、

「
飼
奴
栗
借
（
1
1
籍
）
」
の
ほ
か
、
伝
世
印
に
は
「
悪
闘
」
（
《
徴
存
》
一
二
〇
七
・
ご
δ
八
）
、
「
呼
律
」
（
《
徴
存
》
～
二
〇
九
）
、
「
姑
塗
」
（
《
典
型
》

＝
二
〇
）
、
な
ど
が
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
猛
爆
以
外
の
そ
の
他
民
族
に
は
下
部
の
部
族
名
ま
で
示
し
た
印
は
無
い
。
織
上
と
同
様
、
苑
も
早
く
か
ら
前
漢
と
抗
争
し
て
い

る
。
当
時
か
ら
、
多
数
種
に
分
か
れ
、
宣
帝
、
元
康
三
年
（
前
六
三
）
、
先
零
（
種
）
が
遂
に
諸
莞
種
の
豪
二
百
余
人
と
か
ね
て
の
仇
を
解
き
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

人
質
を
交
わ
し
て
盟
約
し
た
。
そ
の
後
、
い
よ
い
よ
増
大
し
、
後
漢
後
期
に
は
子
孫
が
枝
分
か
れ
す
る
こ
と
凡
そ
百
五
十
種
と
あ
る
が
、
授
与

さ
れ
た
印
は
「
莞
」
一
種
し
か
な
い
。
僅
か
に
《
徴
存
》
一
二
二
二
に
「
漢
青
二
十
長
」
駝
鉦
鍍
金
印
が
見
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
そ
の
他
民

族
の
出
土
資
料
も
同
様
で
、
飼
奴
印
と
異
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
漢
印
の
率
善
　
大
庭
氏
が
検
討
し
た
当
時
、
漢
代
の
文
献
に
「
率
善
」
の
語
を
刻
ん
だ
印
の
授
与
の
記
載
を
見
出
し
て
い
な
い
。
僅
か
に
印

譜
の
中
に
「
漢
率
善
導
長
」
（
《
徴
存
》
｝
二
三
六
）
と
「
漢
率
善
氏
栢
長
」
（
《
徴
存
》
一
二
四
一
）
の
共
に
駝
鉦
銅
印
を
見
る
の
み
で
あ
っ
た
。
従

っ
て
、
〈
大
庭
書
二
八
三
頁
〉
は
「
率
善
」
に
代
わ
っ
て
文
献
中
に
見
ら
れ
る
「
率
衆
」
が
魏
晋
の
「
率
善
」
に
先
立
つ
称
号
と
考
え
て
い

る
。
「
率
衆
」
と
文
字
は
異
な
る
が
同
様
の
意
味
を
持
つ
も
の
に
『
漢
書
』
趙
充
満
伝
の
「
帥
衆
悪
」
と
い
う
の
が
あ
り
、
こ
れ
が
最
も
早
い

　
　
　
　
　
⑧
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
あ
げ
る
「
率
衆
」
の
事
例
は
、
い
ず
れ
も
『
後
漢
書
』
の
、
南
旬
面
容
、
永
元
七
年
（
九
五
）
、
鮮
卑
都
護
蘇

　
　
　
　
　
　
　
〈
大
庭
書
〉

も
の
と
な
ろ
う
。

　
　
　
　
　
⑨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

抜
魔
に
率
衆
王
。
鳥
謬
伝
、
永
初
三
年
（
一
〇
九
）
に
鷹
黒
鳥
桓
群
衆
王
無
何
。
吊
眼
伝
、
永
寧
元
年
（
一
二
〇
）
、
鳥
倫
を
率
衆
王
、
質
草
　

　
　
　
⑪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

を
率
衆
侯
。
鮮
詳
伝
、
永
建
二
年
（
＝
毛
）
、
鳥
桓
率
衆
王
が
出
撃
の
記
事
。
鮮
軍
事
、
永
建
六
年
（
；
＝
）
、
鳥
桓
豪
人
扶
漱
官
に
率
衆
君
。
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魏晋周辺民族官印制度の復元と多魏志倭人伝盛印（秋山）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

鮮
卑
伝
、
陽
嘉
元
年
（
一
三
二
）
、
咄
帰
等
に
率
衆
望
・
侯
・
長
を
与
え
た
記
事
は
、
『
三
国
志
』
鳥
丸
伝
の
注
に
引
く
『
魏
書
』
、
順
位
の
時
咄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

帰
、
書
典
等
が
鮮
卑
攻
繋
に
功
を
立
て
率
早
世
を
拝
し
た
記
事
と
同
一
の
事
柄
で
あ
る
。
更
に
『
三
国
志
』
に
は
、
湿
舌
に
引
く
『
英
雄
記
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

に
衰
紹
が
遼
東
夕
空
率
衆
王
公
下
・
鳥
丸
遼
東
男
衆
王
躍
頓
・
右
北
平
率
衆
王
懸
軍
維
を
単
子
に
拝
し
た
こ
と
を
記
す
。
ま
た
、
『
三
国
志
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

概
丘
倹
伝
に
は
右
北
平
鳥
丸
単
子
性
癖
敦
・
島
西
烏
丸
都
督
鶏
姦
王
護
留
等
が
降
っ
た
記
事
が
あ
る
が
、
彼
等
の
称
号
は
『
英
雄
記
』
に
記
さ

れ
た
衷
紹
よ
り
与
え
ら
れ
た
も
の
を
引
き
継
い
だ
も
の
で
あ
っ
て
、
後
漢
代
の
称
号
で
あ
る
。
更
に
先
述
、
『
後
漢
書
』
含
益
伝
、
君
道
元
年

（一

O
二
）
、
咄
帰
ら
が
賜
っ
た
称
号
に
率
衆
王
・
侯
・
長
が
あ
り
（
注
⑭
参
照
）
、
「
率
衆
」
の
称
号
が
王
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

下
の
侯
・
長
に
至
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
《
藤
壷
》
に
も
「
率
衆
」
を
記
す
認
印
が
幾
つ
か
あ
る
。

　
〈
大
庭
書
〉
は
、
以
上
の
漢
代
の
文
献
に
お
け
る
「
率
衆
」
の
称
号
に
よ
り
、
こ
れ
ら
が
『
後
漢
書
』
露
塵
志
の
「
四
夷
国
王
、
率
衆
王
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

意
義
侯
、
事
象
、
邑
長
、
皆
々
あ
り
、
郡
・
県
に
比
す
。
」
に
合
致
し
、
率
衆
王
が
四
夷
の
国
王
の
下
に
有
る
の
と
符
合
す
る
と
し
て
い
る
。

以
上
、
〈
大
庭
書
・
～
八
九
頁
〉
で
は
、
基
本
的
に
漢
代
に
お
け
る
四
夷
に
対
す
る
称
号
は
「
立
衆
」
で
あ
っ
て
、
「
率
善
」
の
称
は
伝
世
の
二

印
に
止
ま
る
と
こ
ろ
が
ら
、
「
殆
ど
魏
の
創
始
と
考
え
て
よ
い
」
、
と
結
論
さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
表
一
の
通
り
、
甘
粛
省
浬
下
古
城
趾
か
ら
紐
解
「
漢
率
善
莞
長
」
駝
鉦
亭
亭
が
出
土
し
た
今
、
大
庭
氏
の
見
解
は
再
検
討
の
必
要

が
あ
ろ
う
。
大
庭
氏
が
伝
世
の
率
善
事
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
率
善
印
は
魏
の
創
始
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
た
の
は
、
恐
ら
く
後
漢
末
、
献

帝
代
の
白
幕
の
専
権
時
期
を
想
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
問
題
は
印
文
中
の
「
善
」
字
で
あ
る
。
新
出
の
漢
六
印
も
伝
世
印
も
、
印
文

の
字
体
は
共
に
象
書
体
で
あ
る
。
し
か
し
、
後
述
す
る
魏
晋
印
で
は
上
部
の
「
羊
」
の
縦
棒
が
長
く
下
端
ま
で
伸
び
、
下
部
に
二
つ
並
ん
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

「
言
」
字
を
左
右
に
分
割
す
る
、
よ
り
古
式
の
字
形
な
の
で
あ
る
。
こ
の
字
形
の
違
い
は
大
き
く
、
新
出
土
の
漢
率
善
印
を
漢
末
ま
で
下
げ
、

魏
晋
印
に
接
近
さ
せ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
て
、
漢
代
に
お
け
る
率
黒
印
の
創
始
は
後
漢
半
ば
過
ぎ
に
あ
る
も
の
と
な
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
聖
楽
氏
は
率
善
の
語
が
早
く
前
漢
中
期
に
遡
る
と
す
る
。
氏
の
論
考
に
、
『
後
漢
書
』
西
南
夷
伝
の
「
武
帝
末
、
珠
崖
太
守
の
孫
幸
が
広
幅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
た
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

の
調
布
を
課
し
た
こ
と
で
蛮
夷
に
殺
さ
れ
た
後
、
子
の
豹
が
善
に
率
い
し
人
を
合
し
て
そ
の
叛
乱
を
打
ち
破
っ
た
」
記
事
を
引
く
。
し
か
し
、
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語
と
し
て
の
率
善
が
、
称
号
と
し
て
身
分
に
反
映
さ
れ
る
の
は
、
後
漢
半
ば
ま
で
待
つ
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
黒
印
の
帰
義
　
　
『
魏
志
倭
人
伝
』
に
「
帰
義
」
の
印
は
無
い
。
そ
れ
ゆ
え
〈
大
庭
書
〉
に
帰
義
印
の
項
目
は
無
い
。
陳
直
氏
は
前
述
の
論
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

で
（
注
⑳
参
照
）
、
帰
義
の
初
出
に
『
漢
書
』
百
官
公
卿
表
の
「
典
客
は
秦
創
始
の
窟
で
諸
帰
義
蛮
夷
の
こ
と
を
課
す
。
」
を
引
く
。
葉
其
峰
氏

は
『
漢
書
』
景
武
昭
宣
元
成
功
臣
表
に
あ
る
、
「
旬
奴
六
義
因
敦
王
」
で
駆
騎
将
軍
の
下
で
功
を
立
て
た
「
杜
侯
復
陸
支
」
と
、
「
旬
奴
帰
義
楼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

斎
王
」
で
手
柄
を
た
て
た
「
衆
利
息
伊
野
軒
」
の
帰
期
を
ひ
く
。
〈
栗
原
論
〉
は
上
記
、
葉
氏
の
杜
（
『
史
記
』
で
は
壮
）
侯
、
衆
利
雪
に
加
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

『
史
記
』
建
元
以
来
侯
者
年
表
（
一
〇
四
七
頁
）
か
ら
、
旬
奴
平
戸
王
で
降
っ
た
瞭
侯
が
あ
る
こ
と
を
、
早
く
引
く
。
宣
帝
、
神
爵
元
年
（
前
六

一
）
の
こ
と
と
し
て
、
『
漢
書
』
趙
充
国
伝
に
義
渠
安
国
に
よ
る
先
薄
葉
弾
圧
に
怒
っ
て
叛
乱
し
た
莞
族
の
一
人
に
解
義
莞
侯
美
玉
の
名
が
あ

⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

る
。
さ
ら
に
『
漢
書
』
西
域
伝
、
鳥
孫
国
条
に
平
帝
元
始
（
一
～
五
）
中
、
鳥
日
領
を
殺
し
た
長
髪
建
が
帰
一
侯
に
封
じ
ら
れ
た
と
あ
る
。

　
『
後
漢
書
』
順
帝
紀
、
永
建
六
年
（
一
三
一
）
、
日
南
徽
落
葉
南
国
・
揮
国
の
遣
使
の
項
の
注
に
引
く
『
東
露
都
』
に
、
使
い
の
師
会
に
「
漢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

帰
還
葉
調
邑
君
」
を
与
え
、
西
岩
伝
、
建
武
十
三
年
目
三
七
）
に
、
種
人
を
率
い
て
内
属
し
た
広
漢
塞
外
白
馬
莞
豪
楼
登
ら
に
帰
島
君
長
が
与

　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

え
ら
れ
て
い
る
。
同
じ
く
西
莞
伝
に
謁
者
贅
林
が
下
吏
に
欺
か
れ
、
演
岸
を
演
吾
と
誤
っ
て
帰
義
侯
に
封
じ
た
事
件
も
入
れ
ら
れ
よ
う
か
。

　
漢
の
帰
義
印
に
統
一
し
た
授
与
基
準
が
有
る
か
ど
う
か
、
資
料
が
十
分
で
な
く
確
定
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
強
い
て
基
準
と
し
て
指
摘
す

る
と
す
れ
ば
、
旬
奴
印
が
「
帰
義
」
の
前
に
部
族
名
を
含
め
て
置
か
れ
る
の
に
対
し
、
そ
の
他
の
民
族
の
場
合
は
一
字
名
、
二
字
名
を
問
わ
ず
、

一
様
に
「
帰
義
」
の
後
に
民
族
名
が
置
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
。
も
う
一
点
、
漢
代
の
帰
義
印
に
つ
い
て
指
摘
す
る
べ
き
点
は
、
帰
義
印

が
王
侯
の
み
で
な
く
君
長
に
ま
で
あ
る
こ
と
で
、
後
述
す
る
百
寮
印
と
の
大
き
な
相
違
点
で
あ
ろ
う
。

　
親
漢
王
　
情
趣
の
親
漢
王
に
つ
い
て
は
〈
大
庭
書
・
九
九
頁
〉
に
詳
し
い
。
そ
こ
に
は
菅
政
友
が
ひ
い
た
『
後
漢
書
』
鳥
桓
伝
、
安
帝
永
初

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

三
年
（
一
〇
九
）
、
鳥
国
大
人
車
朱
魔
を
“
親
漢
都
尉
”
に
拝
し
た
記
事
、
順
帝
雨
勝
元
年
（
一
二
六
）
、
軍
師
半
国
の
八
滑
を
“
後
部
親
字

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

侯
”
に
任
じ
た
記
事
が
あ
る
。
文
献
に
加
え
、
出
土
印
で
は
漢
二
、
青
海
省
上
書
家
纂
釜
山
墓
出
土
の
「
漢
旬
奴
帰
義
親
漢
長
」
後
漢
印
が
新

た
に
発
見
さ
れ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
親
漢
が
上
に
付
く
と
は
い
え
、
与
え
ら
れ
た
の
は
都
尉
、
侯
、
長
と
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、
定
式
が
あ
り
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そ
う
で
は
な
い
。
今
は
〈
大
庭
書
・
一
〇
〇
頁
〉
が
引
く
「
魏
志
」
興
信
伝
に
、
建
安
年
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

「
親
漢
王
」
と
し
た
こ
と
が
「
親
魏
」
に
連
な
る
、
と
の
考
え
に
従
う
も
の
と
す
る
。

①
〈
梶
山
論
〉
表
　
の
内
、
二
は
実
用
の
印
で
は
な
い
。
四
は
印
影
の
み
で
現
品

　
は
な
い
。
印
文
の
う
ち
“
奴
・
韓
”
等
の
文
字
は
他
の
官
印
印
文
と
大
き
く
異
な

　
り
、
偽
印
と
考
え
る
。
一
　
七
は
後
漢
印
と
す
べ
き
で
あ
る
（
本
章
、
注
③
参
照
）
。

　
二
八
・
二
九
は
実
在
不
明
。
三
四
・
三
五
、
三
九
一
四
一
は
い
ず
れ
も
伝
世
印
。

　
三
六
・
三
七
は
《
徴
存
》
一
五
四
四
と
近
似
す
る
。
三
七
は
鉦
も
異
例
で
、
共
に

　
蜀
漢
で
あ
ろ
う
。

②
鴨
漢
書
半
巻
九
十
四
下
、
旬
奴
館
下
（
三
八
二
九
頁
）
「
更
始
二
年
（
二
四
）

　
冬
、
群
論
中
郎
将
帰
塁
侯
颯
・
大
司
馬
護
軍
陳
本
業
旬
奴
、
授
単
予
漢
旧
制
璽
綬
、

　
王
侯
以
下
印
綬
、
國
送
云
・
豪
余
話
属
貴
人
従
者
。
」

③
〈
梶
山
論
・
表
一
、
二
七
〉
が
本
稿
表
一
、
漢
四
「
野
帰
義
莞
長
」
印
を
前
漢

　
と
す
る
の
は
、
漢
圏
印
補
注
の
う
ち
、
瀬
氏
の
見
解
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
鮮

　
明
な
印
の
全
形
（
薪
彊
維
凝
議
自
治
区
文
物
事
業
管
理
局
等
編
『
新
膿
文
物
古
泌

　
大
観
匝
新
艦
美
術
撮
影
出
版
社
、
　
九
九
九
年
、
二
二
九
頁
、
図
〇
六
　
八
）
に

　
見
ら
れ
る
鉦
の
酪
駝
の
形
状
や
印
文
か
ら
見
て
、
後
漢
印
で
あ
る
。

④
－
『
史
記
陰
欝
～
百
　
十
六
、
西
南
夷
列
伝
（
二
九
九
七
頁
）
「
元
封
二
年

　
　
　
（
前
一
〇
九
）
…
…
演
王
始
首
善
、
以
故
弗
諌
。
…
…
於
是
以
為
益
州
郡
、

　
　
　
賜
漢
法
王
印
、
復
長
其
民
。
」

　
　
2
『
三
国
志
南
蛮
三
十
、
魏
書
、
東
夷
伝
、
夫
海
量
（
八
四
二
頁
）
「
…
…
今

　
　
　
夫
余
魔
有
玉
壁
・
珪
・
音
数
代
之
物
、
…
其
印
文
言
「
滅
王
之
印
」
…
…
」
。

⑤
秋
山
進
午
「
「
夫
百
歳
君
」
銀
印
再
考
i
二
〇
〇
五
年
、
朝
鮮
北
部
旅
行
か

　
ら
t
」
『
高
麗
美
術
館
研
究
紀
要
馳
第
六
号
、
二
〇
〇
八
年
、
（
三
三
－
四
六

　
頁
）
。

⑥
葉
其
峰
『
古
璽
印
通
論
塩
紫
禁
城
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
、
一
四
六
頁
。

⑦
1
叫
漢
書
嚇
巻
六
十
九
、
趙
充
国
璽
（
二
九
七
二
頁
）
「
元
康
三
年
（
前
六

（
一
九
六
⊥
一
二
〇
）
、
曹
操
が
沙
末
位
を
立
て
て

　
　
　
三
）
高
岡
遂
与
諸
禿
種
豪
二
百
余
人
解
尚
志
二
藍
誼
。
」

　
　
2
糊
後
漢
書
』
巻
八
十
七
、
西
莞
伝
（
二
八
九
八
頁
）
「
自
虐
耳
漏
、
子
孫
支

　
　
　
分
取
百
五
十
種
。
」

⑧
　
『
漢
書
』
巻
六
十
九
、
趙
野
芝
伝
（
二
九
九
三
頁
）
神
品
二
年
（
二
六
〇
）
秋

　
「
…
…
封
若
零
・
弟
沢
二
人
為
帥
衆
王
…
…
」
。

⑨
『
後
漢
書
臨
巻
入
十
九
、
南
飼
奴
列
伝
（
二
九
五
六
頁
）
「
罵
柱
将
虎
牙
営
留

　
屯
五
韻
、
罷
造
鮮
卑
・
鳥
丸
・
禿
胡
兵
、
封
蘇
抜
塊
歯
並
衆
王
、
又
賜
金
吊
。
」

⑩
門
後
漢
書
脚
巻
九
十
、
烏
桓
伝
（
二
九
八
三
頁
）
「
（
安
博
識
初
三
年
（
一
〇

　
九
）
）
秋
、
鷹
門
烏
桓
率
衆
王
無
何
、
書
下
卑
大
人
田
面
等
、
及
南
至
歯
骨
都
侯
、

　
合
七
千
騎
冠
榛
原
、
与
太
守
戦
樋
脇
原
高
渠
谷
、
漢
薬
大
敗
、
殺
郡
長
吏
。
」

⑪
『
後
漢
書
青
島
九
十
、
鮮
流
伝
（
二
九
八
七
頁
）
「
永
寧
元
年
（
一
二
〇
）
、
遼

　
西
鮮
卑
大
人
烏
倫
・
其
至
韓
率
衆
道
郡
雨
降
、
奉
貢
献
。
詔
封
劇
甚
率
明
王
、
其

　
至
鍵
為
率
衆
侯
、
賜
凹
面
各
有
差
。
」

⑫
『
後
漢
書
』
巻
九
十
、
鮮
卑
伝
（
　
元
八
八
頁
）
順
帝
永
建
二
年
目
ご
モ
）
、

　
「
春
…
…
時
遼
東
鮮
卑
六
千
余
騎
亦
冠
遼
東
玄
菟
、
鳥
桓
校
尉
取
嘩
発
縁
辺
諸
郡

　
兵
及
烏
桓
率
三
王
出
品
繋
之
、
…
…
扁

⑬
『
後
漢
書
葱
巻
九
十
、
鮮
卑
伝
（
二
九
八
八
頁
）
、
永
建
六
年
目
コ
三
）
「
冬
、

　
漁
陽
太
守
又
遣
烏
労
兵
撃
之
、
斬
首
八
百
級
、
獲
牛
馬
生
口
。
鳥
桓
豪
人
扶
漱
官

　
勇
健
、
毎
与
鮮
卑
戦
、
戦
陥
敵
、
認
賜
号
「
率
衆
議
」
。
」

⑭
『
後
漢
書
管
巻
九
十
、
鮮
血
伝
（
二
九
八
八
頁
）
「
陽
憂
7
5
年
（
；
三
）
冬
、

　
歌
曄
遣
烏
桓
親
漢
都
尉
戎
朱
厘
率
衆
王
咄
帰
等
、
叢
論
無
論
鮮
卑
、
大
斬
獲
而
還
、

　
賜
咄
帰
等
巳
下
為
率
衆
王
・
侯
・
長
、
賜
緑
糟
各
有
差
。
」

⑮
『
三
国
志
』
、
巻
三
十
、
触
書
、
烏
丸
伝
、
注
の
咽
早
書
熱
日
（
八
三
三
頁
）

　
「
至
順
巳
時
、
戎
血
塊
率
将
王
侯
早
帰
・
去
延
等
従
烏
丸
校
尉
漱
曄
出
塞
撃
鮮
卑
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有
功
、
還
掻
玉
為
率
衆
王
、
賜
束
稻
。
」

⑯
『
三
国
志
隔
巻
三
十
、
魏
書
、
鳥
丸
伝
、
注
の
魍
英
雄
記
』
日
（
八
三
四
頁
）

　
「
（
震
）
露
探
使
丁
拝
鳥
丸
三
王
為
単
予
、
…
…
版
文
日
「
使
持
節
大
将
軍
督

　
幽
・
青
・
井
領
翼
州
牧
院
郷
侯
紹
、
承
制
詔
遼
東
属
国
率
衆
王
裁
下
・
烏
丸
遼
西

　
率
二
王
賜
頓
・
右
北
平
率
衆
王
懸
果
維
…
…
」
。

⑰
『
三
国
志
偏
巻
二
十
八
、
魏
轡
、
冊
丘
倹
伝
（
七
六
二
頁
）
「
青
龍
（
⊇
二
　
二
一

　
二
一
二
⊥
ハ
）
由
甲
：
・
右
北
平
由
胴
丸
…
単
γ
丁
冠
婁
敦
・
遼
冊
冨
馬
指
都
督
率
衆
挺
出
脳
柳
田
等
、
此
日

　
随
雲
尚
奔
遼
東
者
、
率
衆
五
千
余
入
降
。
」

⑱
《
徴
存
》
＝
三
〇
・
コ
西
九
二
二
五
一
一
五
五
・
＝
天
四
。

⑲
『
後
漢
書
』
志
第
二
十
八
、
二
宮
五
（
三
六
三
二
頁
）
「
四
夷
国
王
、
率
衆
王
、

　
帰
義
侯
、
量
鴛
、
愚
長
、
皆
有
丞
、
電
算
・
県
。
」

⑳
浅
原
達
郎
氏
の
教
示
に
よ
る
。

⑳
陳
直
「
漢
晋
少
数
回
盲
所
用
印
文
通
考
」
帰
塁
漢
史
論
叢
』
第
｝
輯
、
映
西
人

　
民
出
版
社
、
一
九
八
一
年
、
（
三
三
八
－
三
六
四
頁
）
。

⑫
　
前
出
、
注
⑳
文
献
、
三
四
二
頁
に
魍
後
漢
書
下
巻
八
十
六
、
南
蛮
西
南
夷
列
伝

　
（
二
八
三
五
頁
）
「
武
鑑
末
、
珠
崖
太
守
会
稽
孫
幸
調
広
幅
布
献
之
、
蛮
不
堪
役
、

　
遂
攻
郡
殺
幸
。
幸
子
豹
合
率
善
入
還
復
破
之
…
…
」
を
引
く
。

⑬
　
前
出
、
注
⑳
文
献
、
三
五
九
頁
に
『
漢
書
』
巻
十
九
上
、
百
官
公
卿
表
上
（
七

　
三
〇
頁
）
「
典
客
、
奏
官
、
掌
諸
帰
義
蛮
夷
、
有
丞
。
」
を
引
く
。

⑳
前
出
、
注
⑥
文
献
、
一
四
三
頁
に
、
蝋
漢
書
』
巻
十
七
、
景
武
昭
宣
元
成
功
臣

　
表
第
五
（
六
五
一
・
二
頁
）
門
杜
侯
廉
潔
支
」
の
翼
状
戸
数
に
門
以
旬
奴
帰
義
因

　
明
王
従
母
騎
将
軍
月
詣
王
、
以
少
破
多
、
捕
虜
三
千
｝
百
、
侯
、
千
三
百
戸
。
」

　
ま
た
「
羅
利
侯
伊
即
軒
」
の
功
状
戸
数
に
「
以
重
重
霊
廟
楼
馴
王
従
票
騎
将
軍
撃

　
左
王
、
季
剣
合
、
侯
、
千
　
百
戸
。
」
と
あ
る
の
を
ひ
く
。

⑮
　
　
噛
史
記
㎞
巻
二
十
、
建
元
以
来
侯
者
年
表
篤
八
（
一
〇
三
九
・
鵬
○
頁
）
に
は
、

　
宜
冠
侯
と
輝
渠
侯
が
と
も
に
「
故
旬
奴
帰
義
」
と
あ
り
、
王
侯
級
以
下
の
飼
奴
武

　
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。

⑳
『
漢
書
臨
巻
六
十
九
、
趙
充
中
伝
（
二
九
七
三
頁
）
「
（
義
渠
）
安
国
至
、
召
先

　
零
諸
豪
蹉
十
余
人
、
以
尤
集
鮎
、
皆
斬
之
。
…
…
於
是
諸
鐙
莞
及
帰
義
莞
侯
楊
玉

　
等
恐
怒
、
…
…
是
歳
、
神
爵
元
年
（
前
六
一
）
春
也
。
」
と
あ
る
が
、
楊
玉
へ
の

　
帰
義
完
侯
授
与
の
年
は
明
確
で
は
な
い
。

⑳
　
　
賢
士
書
㎞
巻
九
十
山
臣
下
、
　
｝
四
域
伝
下
（
＝
～
九
一
〇
頁
）
「
至
一
兀
始
申
（
一
一
五
）
、

　
卑
襲
建
殺
烏
日
領
以
自
敷
、
漢
封
為
帰
藩
侯
。
」

⑱
　
　
『
後
漢
書
隔
巻
六
、
順
帝
紀
（
二
五
八
頁
）
、
人
出
六
年
（
一
三
一
）
「
十
二
月
、

　
日
南
傲
外
葉
調
国
・
揮
国
遣
使
貢
献
。
」
の
注
に
引
く
㎎
東
観
記
㎞
に
、
「
…
…
以

　
師
会
為
漢
帰
義
葉
調
患
君
、
賜
其
霜
紫
綬
、
…
…
」
。

⑳
　
　
噸
後
漢
書
』
巻
八
十
七
、
西
莞
伝
（
二
八
九
八
頁
）
「
建
武
十
三
年
（
三
七
）
、

　
広
漢
塞
外
白
馬
莞
生
獲
登
等
率
油
入
五
千
余
慶
内
属
、
光
武
山
楼
登
為
帰
義
君

　
長
。
」
。

⑳
　
　
『
後
漢
書
』
巻
八
十
七
、
西
莞
伝
（
二
八
八
○
頁
）
「
永
平
元
年
（
五
八
）
、

　
…
…
（
謁
者
奮
）
聖
楽
藩
吏
所
欺
、
謬
奏
上
演
岸
以
為
大
豪
、
承
制
封
為
帰
義
侯
、

　
…
…
」
。

⑪
　
　
噛
後
漢
書
』
巻
九
十
、
環
礁
伝
（
二
九
八
三
頁
）
「
安
帝
永
初
三
年
（
一
〇

　
九
）
秋
、
…
…
是
後
諸
書
梢
復
親
附
、
拝
其
大
人
戎
朱
廃
為
親
漢
都
尉
。
」

⑳
　
　
魍
後
漢
書
』
巻
八
十
八
、
西
域
伝
（
二
九
三
〇
頁
）
「
順
帝
永
田
元
年
（
～
二

　
六
）
、
…
…
（
班
）
勇
於
是
上
立
加
特
奴
為
二
王
、
八
胴
取
後
部
親
漢
侯
。
」

⑳
　
　
槻
三
国
志
臨
巻
三
十
、
無
粋
、
鮮
卑
伝
（
八
四
〇
頁
）
「
建
安
中
（
一
九
六
一

　
二
二
〇
）
、
因
閻
柔
上
貢
献
、
逓
市
、
太
祖
（
薩
曹
操
）
皆
表
寵
以
為
王
。
厭
機

　
死
、
又
立
其
子
沙
末
汗
為
親
漢
王
。
」
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三
、
魏
晋
周
辺
民
族
官
印
制
度
の
復
元

魏晋周辺民族富印制度の復元と1魏志倭人伝」印（秋山）

　
後
漢
に
代
わ
る
新
興
の
魏
、
お
よ
び
そ
の
後
を
襲
っ
た
晋
（
以
下
、
東
晋
と
記
す
以
外
は
西
晋
）
が
周
辺
民
族
へ
授
与
し
た
官
印
が
、
そ
れ
に

先
立
つ
漢
代
の
先
例
に
基
づ
き
、
新
た
に
そ
れ
を
改
変
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
魏
晋
の
周
辺
民
族
対
策
を
主
題
に

検
討
す
る
本
稿
で
は
、
そ
の
問
題
を
検
討
す
る
資
料
と
し
て
、
魏
晋
が
授
与
し
た
溶
々
を
博
捜
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。
こ
う
し
た
表
は
す

で
に
〈
梶
山
論
〉
に
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
屋
上
屋
を
重
ね
る
き
ら
い
は
あ
る
が
、
氏
の
表
の
作
成
か
ら
二
〇
年
近
い
間
の
新
資
料
を
併
せ
、
更

に
新
た
な
知
見
を
得
る
事
が
出
来
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
二
〇
〇
八
年
ま
で
の
魏
晋
印
の
新
出
資
料
は
表
二
の
通
り
で
あ
る
。
魏
印
は
一
三
顯
で
、
魏
一
三
印
が
帰
義
印
で
あ
る
ほ
か
は
す
べ
て
率
善

印
で
あ
る
。
一
方
、
遊
印
は
三
三
顯
あ
る
。
こ
れ
ら
の
璽
印
に
よ
っ
て
、
呼
声
に
よ
る
周
辺
民
族
へ
の
爵
位
授
与
体
系
が
完
全
に
復
元
で
き
る
。

以
下
、
先
ず
表
二
に
よ
っ
て
そ
の
事
を
説
明
し
よ
う
（
説
明
の
便
宜
の
た
め
「
率
善
」
「
帰
義
」
「
親
晋
」
の
掌
文
を
太
字
と
し
た
、
表
三
も
同
じ
）
。

　
「
率
善
」
印
　
表
二
、
1
1
（
1
）
は
魏
の
「
率
善
」
印
で
あ
る
。
魏
一
か
ら
一
〇
ま
で
は
㏄
字
民
族
印
で
あ
っ
て
「
率
善
」
の
後
に
民
族

名
が
来
る
。
魏
一
一
・
＝
一
は
二
字
民
族
名
で
あ
っ
て
「
率
善
」
の
前
に
民
族
名
が
来
る
。
こ
の
磁
極
配
置
は
先
に
〈
大
庭
書
二
八
八
頁
〉

に
既
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
晋
代
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
事
は
表
二
、
2
1
（
1
）
、
晋
率
善
印
に
見
ら
れ

る
と
お
り
で
、
晋
一
か
ら
～
○
ま
で
は
一
字
民
族
名
、
一
皿
か
ら
一
九
ま
で
は
二
字
民
族
名
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
「
山
善
」
印
の
官
名
は
邑

君
・
邑
長
・
任
長
・
個
長
、
そ
れ
に
た
だ
一
穎
、
晋
一
四
の
率
善
中
郎
将
印
が
あ
る
（
後
述
）
。

　
「
帰
義
」
印
次
は
「
帰
義
」
印
で
あ
る
。
表
二
の
1
1
（
2
）
魏
＝
二
は
魏
印
唯
一
つ
の
出
土
「
帰
義
］
一
字
民
族
名
画
で
、
～
九
八
七

年
に
甘
粛
省
西
五
二
で
発
見
さ
れ
た
印
で
あ
り
、
先
に
一
九
九
〇
年
、
新
潟
市
で
開
催
さ
れ
た
『
中
国
甘
灘
省
文
物
展
』
で
公
表
さ
れ
た
が
出

土
状
況
な
ど
の
詳
細
は
未
発
表
で
あ
る
。
ま
た
、
二
〇
〇
五
年
の
『
中
国
美
の
十
字
路
展
』
図
録
の
図
版
〇
三
四
に
は
、
晋
二
二
・
二
七
印
と

併
せ
て
並
べ
た
鮮
明
な
写
真
が
あ
る
。
2
1
（
2
）
晋
二
〇
か
ら
二
七
ま
で
は
一
字
民
族
名
、
晋
二
八
か
ら
三
～
ま
で
は
二
字
罠
族
名
で
あ
る
。

81 （553）



表二、魏轡周辺民族官印衷噺出印のみ汰宇は筆者説明用）

笥一①魏、率善印

翫 印　文 鉦・縁質 文　　　献
魏1 「魏率善感邑殉 駝鉦鍋印 知嚢歴史博物館内印，1980年〈毎日拓本壁画展〉の中＝《席画》1431．

魏2 r魏率善二二長」 駝鍛目印 映繭雀勾晟県j掠底郷孫家村，1952年出土，『文博』2QO7－k，18頁，図4．

魏3 「魏率善処1千長」 駝銀銅印 陳西雀粟興県法門鎮張網村出」二，『文物』1980－12，53頁，國7＝《集印》320．

魏4 「魏率善氏任長」 駝鉦銅印 映西省長武県文管所蔵印，藍976－80年出土，〈考与文〉且987－2，H2頁，図1－2．

魏5 「魏率由琢信長」 二三銅印 映西省岐山県博物館二二，匡978年目四郷南庄村出土，『文物』四86－U，9星頁，図L．

魏6 「四脚善莞｛モ長」 羊蹄銅印 映西省繧徳県博物館蔵印，『文博』1990－3”94頁、図1－5．

魏7 「魏率姫糊千長」 駝鉦銅印 河南博物貯蔵印，『中原文物』1984－2，H3頁，図夏5．

魏8 「魏率善謝百長」 駝鉦銅印 河南博物院藏印∫中∬艮文物』1984－2，H3頁，図16．

魏9 「魏串善｛炎邑長」 羊鎚銅印 葱安博物院展示印，2007年展示中を実見，写真失敗。

魏10 「魏率善韓値下ユ 駝錘飛電 韓国慶尚北道薩州出土，李賢惑『三韓祇会形成過程研究』一荷閣，L984年，107頁，

魏11 「魏勾奴率善任長」 駝銭鋼印 洛陽博物館蔵印，掴人採集，正982年寄贈，『中原文物』1993－4，1G7頁，図E－1．

魏12 「魏丁霊宰善悟長」 罵錘銅印 黒龍江雀チチハル甫龍江県文管所収蔵置979年出土，『考古』1988－2，183頁，図1．

1一（2）魏、帰義義

魏13　「魏帰義氏侯　　駝鉦金印獅罫省博物館馬印，夏987年，甘f；‡省阪和県，出土『中国山巡省文物展』新潟Nα54．

2一（9習、率善印
齋1 暦宰善胡｛百長」 羊銃銅印 陳酉省麟游県崔木郷隣家蜷晋蔓出土，〈文言叢刊＞1，四2頁、図1－5＝《集釈》334．

晋2 「普率興野邑長」 羊紐帯印 陳西省瀧県活用平郷出土，＜開炉文＞1982－6，33頁，図L－U．

野3 膳率善氏等長ま 駝錘銅印 映西省二皮江腺益店鎮付近，1990年出土，岐由博収蔵『考古』【994－5，404頁図1．

讐4 暦率讐氏任国」 羊銭豊田 西安博物院展示印，2007年，展示中を実見。

晋5 「砲弾善戦悟長」 臨御鋼印 西安博物院展示印，2007年，展示中を実児。

晋6 「同率善戦假長」 駝鉦翻印 陳西歴史博物館蔵印，『文博∬997－4，31頁，図1－21．

晋7 「普率善完邑長」 羊鉦豊田 宝雛市博物館田印，映西宥千陽県出土，〈文資叢干li＞1，192頁，図1－4窯《集薯尺》335．

蟹8 「口跡善苑邑長」 駝鉦銅印 河南博物院蔵印，『中原文物』1984－2，l13頁，図監7．

晋9 贈準準里仔長」 駝鉦銅製 塁壁歴史博物館蔵印『文博』1997－4，31頁，図1－23ミ《徴存》1882．

晋10 r晋率掛襟｛百長」 獣鉦銅印 1966年，韓国慶尚北道迎日郡新光而馬助里出士隣，『考古美術』8－U967年，

普11 「晋旬奴率蕃僖長」 獣帯驚顔 河北省尚義緊緊甲村出土，1982年発見，〈考四文〉正987－3溝2頁，図1右。

晋12 曙屠各率善趣長」 羊鐙銅印 陳西省麟游県野木概論家張網墓出土，＜文摯実刊＞U92頁1図L－6＝《集釈》333，

晋13 r落幕水率善悟長」 駝鉦影印 陳西歴史i流物館割印、『文博』1997－4、31頁，隈i－24、《徴存》1980．

晋14 晋鮮卑端麗中郎将 駝銀認印 内蒙古涼城県！1・繍子灘出土，『文物』1961－9，64頁二《徴存》2019，〈（集釈》330．

暫15 「晋鮮卑串善導長1 獣多丑鋼印 首都博物館西館二階常識費示印，影響澤保工氏教示，2GO8杢9実見。

晋16 暦鮮卑毒善｛百長」 獣翼端印 河北省尚義県大工溝鎮安家草野，B84年撮土〈考解文＞1987－3，112頁，翻1左。

晋互7 f晋蛮夷率善鼠鋤 駝銃黒印 湖南省桃源県二河郷玉出坪村出土，監978年，次の銅印2籟と同時発兇，報告撮一。

晋18 「普蛮夷串善鼠長」 聖算認印 2顯有り．上記，普17印と同時発見，報告『湖南考古輯干ll』3，276頁，晋17・18典図L

晋19 「普蛮爽箪三値長 駝錘銅印 i瑛薄歴史博物館蔵印。『文博』1997－4．3頃，鋼1－22。

2一（2）留、帰　印

晋20 「晋帰義塾王」 駝銀金印 洛陽博物館翻印『文物』K980－12，58頁，図12＝《徴存》i824，《集釈》32？．

晋21 贋鰯憩琢王凄 踏鍬金印 上海解物館蟹田，『申国文物精華哩993』R7図二《徴存》i885・正889．

晋22 噌帰葭氏ヨ三」 駝鉦金印 甘琳省西和県出土，『文物』1964－6，59頁＝《徴存》1887，《集釈》332．

晋23 「誓帰塗壁王」 羊鉦翻印 首都博物館西館二階常設展示印，氣賀澤保規氏教示，2008年実見。

普24 「謝藩義氏王」 駝銃銅印 映葱歴史博物館田印，『文博』1997－4，3k頁，図正一20．

晋25 「普彌義莞王」 軍勢金印 映繭歴史博物館田印，1980年〈毎羅拓本壁画展〉印璽文の中。

晋26 「網縄義莞蓋」 駝鎚銅団 映西白水農民灰持印，『考古』1991－3，正97頁，図1・2．

晋27 聖戦黙黙侯」 黒甜金印 甘粛省西和県出土，『文物』196弓一6，59頁二《徴存1＞1952，《集釈》331．

晋28 噛絢奴迎撃王」 垂紐金印 首都縛物館蔵印，『文物釦988－6，37頁，麟1・2．

晋29 暦鮮卑理想侯」 駝錘金印 内蒙古涼城県ノi、繍子滋出土，『文物』1961－9，64頁畷徴存》200・1，《集釈》329．

晋30 「普烏丸要義侯」 駝鎚金印 内蒙古涼城県小郡子灘出土，『文物』ig61－9，64頁＝《徴存》1993，《集釈》328．

晋3互 「晋蛮轟轟義王」 駝鎚鋼印 挾西歴史博物館開闊、『文博』ig97－4，3正頁，図N9＝《晶晶》1982．

3魏琶、国王印

2
3

3
0
」

晋
晋

「親習胡王」

「親鍵莞王

駝鎧鍍金爆睡歴史博物館蔵幅，『文博』1997－4，3k頁，図K－1継1く徴存》L835

駝鐙鍍金　陳西歴史博物館蔵印，『文博』1997－4，31頁，図1－16＝＜＜徴存》1939．

　表二、補注：雑誌賂届く考隠文〉・：『考古’与文物』。〈文資扁虻〉＝『文物資料叢干1斎

鍬1・晋25文献：『西安古代金石拓本と壁画附図鋼毎日新聞紘魏2文献韓建武「歴1．医官利卸集考」。魏3文献：羅西章「介

紹一捌瑛西被風出土的漢・臨画等等文物。魏4文献：趙彩秀「陳西長武県文管所収蔵三枚古窟印］。魏5文献：魔懐靖「挾西

岐山県博物館蔵両方官邸」。魏6文献：王種章・挿図「繧徳県博4勿館田印選釈ま。魏7・8、齋8文献：趙新来「介紹一批古代官印

」。魏IO文献：金洋語『韓国の印章』国立民俗博物館，1987年，190頁，〃『朝鮮王室の印章』韓醐．故宮罫亨物館，2GO6年。魏11

文献：凹凹「焔陽博物館蔵印璽零」。魏12文献：金鋳・李龍「黒龍江斉斉恰構市発現“魏丁霊率善値長”印」．〈以下，左脳下段〉
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魏晋周辺民族窟印制度の復元と『魏憲倭人伝」印（秋山）

　　　孜＿、紙倒仔差魏質周廻民族日円3媒
香F（〉鉦・印材相違：〔］徴存孫補正：太宇は筆者説明用 「晋屠各率善傭長」 駝鉦銅印2039－2041

1《1）、魏、率善印 「晋魔水率善邑長」 駝鉦銅印1974

印文 紐・材質 《徴存》晦 「晋盧水率善任長」 駝鉦鋼印1975

「魏率善胡邑長」

u馬跳善胡任長」
ｰ率善胡値長」「魏率著氏邑長」「魏率善口任長1

駝鉦銅印

k鉦銅印
k鉦銅印
k鉦翻印
Y霜銅印
F潤銅印
k鉦銅印
k鉦銅印
k鉦銅無
ﾎ鉦鋼鴨
r鉦銅印
k鉦銅印
k鉦銅印
k鉦銅印
k鉦銅印

k鉦銅印

恤R銅印

　　　　1428－30・32
@　　　1433－41（39獣鉦）
@　　　1442－54（44獣鉦）

@　　　1455－1459
@　　　1460－66（64獣鉦）

@　　　1467－1483
@　　　1484－1487
@　　　1488－1490
@　　　1491－99（97羊鉦）

@　　　1500
@　　　1501
@　　　1502
@　　　1423
@　　　1416
@　　　1417・1418
k溢泌印1419－1422
@　　　1402
k鉦銅印1403－1406
k鉦銅印1407－1412
@　　　1413
ﾇ鉦認印1414・1415

「晋疲水率善緬長」「晋烏丸率善邑長」

u晋鳥丸率誓イ千長」「晋烏丸率善侑長」

?鮮卑率善群長」

u晋鮮卑率善任長」
?鮮好誼薔僧長」「晋上郡率山僧長ま「晋蛮夷率善畠長」r晋蛮夷率善汗長」

u普蛮夷率醤イ百長」

註W夫余率善晒長」

W高句麗率善量長
W高句麗率善任長
W高句麗率善値長「晋支胡率善玉働「晋支胡率善イ千長」τ一亀古　…鵠　盤

獣鉦七二2001

����

b鉦銅印

｣鉦機甲
n鉦銅製2026
n鉦銅印
k鉦銅釧
n鉦銅印2031
?認銅印2032
k錘銅印
k・，・

駝鉦銅印1976－79・81
n鉦銅印1994－00（95獣鉦，

@　　　96・97・00駝鉦）

､側銅牌2002・03［03馬鉦］

k肝属印2005－08（05馬鉦，

@　　　07亀鉦）
k鉦銅印2009－2012
k前脚印2013－2018

@　　　2050
@　　　1985
k鉦銅印1986－90［87有灘
@　　　館蛇鉦］

@　　　1991

@　　　2027・28（28駝鉦）

@　　　2029・2030

@　　　2033・2034
@　　　2035・2036

「魏蛮夷率善邑長」 滞流銅印1424・1425
2一（2）、晋、帰　印

r魏蛮夷率　長長」 駝鉦錦蔦 1426・1427
「晋帰義胡王」 駝鉦銅印18％一32（29鍍金）

2一ω、晋、箪善即
［31駝鉦］

暦率善豆蒔長」
u晋率善胡イ千長」u
晋
率
善
胡
碩
長
」
「
真
率
夏
扇
邑
長
」
「
晋
率
善
騒
任
長
1
「
藤
壷
諸
氏
イ
百
長
」
「
醜
語
善
素
語
麹
「
晋
率
善
美
イ
誤
長
1
「
晋
率
善
藍
鼠
長
」
暦
率
善
星
擁
護
長
誹
「
晋
幽
静
俵
建
長
」

駝鉦銅印

?鑑銅印

k鉦銅印
k鉦銅諸

ﾋ鉦銅印

駝銀漏印1845或850
@　　　1851－1861
k鉦銅印1862－1865
k鉦銅印1898－1905
@　　　1906－1910
k鉦銅印19U－1924
k鉦銅印1954－1961
@　　　1962－1965
@　　　1966－1972
k濫掘印1874－81・83

@　　　2020

「晋偲義胡侯」「黒磯楽節三E」「黒磯義i豊侯」「黒磯義氏王」

u晋帰義売ヨ壽

u晋帰朝垂垂」

u晋軍水寒暑王ま

潮脚藤葛

k錘翻印

k響銅印1973

駝鉦銅印1837－44（38鍍金）

@　　　1866－68［68駝鉦］

k鉦翻印1869級873
k鉦鍍金1884・86・88・90－94
@　　　（86金91・93・94銅）

k鉦銅印1925－36（27／30鍍
@　　　金）［30・32，31・35

@　　　重衡
@　　　1949－51・53（49鼻

@　　　鉦，53鍍金）

「晋率翻炎イ千百」 駝鉦銅印202！ 「晋烏丸帰義解」 駝鉦翻印1992

悟率直俵最長」 駝濫掘印2022 「晋蛮夷帰義塾 駝鉦銅 1984

「晋率直韓値長」 駝鉦銅印2023・2024 3、晋、国王即

「晋率善i誤達長」 駝鉦銅印2025 「親雪胡三E」 駝鉦銅印 1833・34・36（36鍍金

「晋劒奴率善曇長」 駝鉦銅印2042 塵取i洛王」 駝鉦翻印1937／38・40－48，

「晋飼奴率善イ百長」 駝鉦銅印2043－49（43獣鉦） （45鍍金）

「晋屠童蒙善最長」 駝鉦銅印2037・2038 「親雪聖王 駝鉦鍍金1895－1897

表三、《徴存》魏習周辺民族官印表

〈右覧下段より〉晋1・7・12文献＝辣粗方「映西畠土研一睡古代印章資料介紹」。晋2文献＝高次若・王桂枝「宝海市博物館収蔵的十

方銅印章」。晋3文献：劉少敏・寵文韻「四域岐山出土西普官印」。署6・9・13・19・24・3i～33文献＝韓建武・師小傷「映西歴史博物館

蔵印叢考」。留10文献：梅原末治「晋率善心伯目皿印」，岡崎敬「「夫租践麹銀印をめぐる諸問tw’j『朝鮮学報」第46輯，1968年，57頁，

第5図。erlt・16文献：呉万発他「河北尚義県出土西習脇師」。鷺i4・29・30文献＝李逸友「内蒙古出土吉代官印的新資料」。晋て7・

18文献：桃源県文化館「挑源県ζ発現漢代銅器和晋代印章」。晋20文献：賀官保・陳長安「洛陽博物館館蔵官印考」。普22・27文献＝

騨英群「普帰瓢湖侯印興晋帰義氏吐剤」。穏26文献：膿血民f挾西白水撚発現‘‘轡帰i義門口”印3。管28文献：姜東方f“駒奴掃義

王”金印」。
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「
最
善
」
印
、
「
帰
義
」
印
併
せ
て
、
～
字
民
族
名
は
胡
・
氏
・
完
・
聖
・
俵
・
繊
・
韓
の
七
民
族
、
二
字
民
族
名
は
叢
論
・
丁
霊
・
最
遠
・

曲
水
・
鮮
卑
・
鳥
丸
・
蛮
夷
の
七
民
族
と
な
る
。
そ
し
て
、
「
帰
還
」
印
の
宮
名
は
す
べ
て
王
ま
た
は
侯
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
腰
回
」
印

は
王
侯
へ
与
え
ら
れ
、
「
率
善
」
印
は
そ
の
下
級
の
邑
君
以
下
と
申
郎
将
へ
与
え
ら
れ
た
こ
と
は
先
に
〈
梶
山
論
〉
に
あ
る
と
お
り
で
あ
る
。

　
「
親
魏
晋
」
無
印
　
そ
の
〈
梶
山
論
〉
以
降
に
新
た
に
公
表
さ
れ
た
の
が
表
二
の
3
、
晋
三
二
・
三
三
、
親
晋
某
王
印
で
あ
る
。
こ
の
印
の

魏
の
出
土
印
は
無
い
が
、
文
献
で
は
、
か
の
親
魏
藩
王
印
と
親
魏
大
月
氏
王
印
が
あ
り
、
次
項
で
述
べ
た
い
。

　
既
発
表
の
晋
印
で
唯
｝
例
外
と
な
る
の
は
、
「
蛮
夷
（
弟
）
凶
夢
」
蛇
鉦
金
印
で
あ
る
。
湖
南
省
平
江
県
梅
仙
鎮
鍾
家
村
発
見
と
し
て
『
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

国
文
物
精
華
一
一
九
九
三
撫
に
掲
載
さ
れ
、
～
九
九
〇
年
発
見
、
年
代
を
宿
墨
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
西
端
の
下
山
で
あ
れ
ば
、

「
晋
蛮
夷
帰
義
侯
」
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
、
こ
の
印
に
は
「
晋
」
字
も
「
古
義
」
字
も
無
く
、
逆
に
「
印
」
字
が
入
っ
て
い
る
。
新
出
印
は
勿

論
、
《
盛
者
》
が
載
せ
て
い
る
二
百
数
十
顎
の
晋
印
の
う
ち
、
印
文
の
頭
に
「
晋
」
の
付
か
な
い
印
は
一
穎
も
無
い
。
東
晋
か
、
む
し
ろ
「
蛮

夷
邑
長
」
印
（
《
五
濁
》
一
五
四
一
）
や
「
蛮
夷
里
長
」
印
（
《
徴
存
》
一
五
四
二
）
が
み
ら
れ
る
三
国
、
蜀
漢
の
印
が
よ
り
妥
当
と
判
断
し
、
晋
印

か
ら
除
外
す
る
。

　
国
王
印
と
王
侯
印
　
表
二
に
お
い
て
「
帰
義
」
王
侯
印
と
、
「
田
富
晋
」
王
印
の
二
種
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
こ
の
二
種
の
王
、

王
侯
印
に
は
ど
の
よ
う
な
区
別
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
「
帰
義
」
王
侯
印
の
魏
に
お
け
る
給
付
の
実
例
は
、
『
三
国
志
』
鮮
卑
伝
に
あ
る
、
東
部
樹
葉
大
人
素
利
・
彌
加
を
文
帝
曹
　
が
立
て
て
帰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

義
王
と
し
た
記
事
か
ら
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
鮮
卑
伝
に
は
、
明
帝
、
青
龍
元
年
（
二
三
三
）
、
鮮
卑
大
人
心
比
津
に
叛
い
て
魏
に
降
っ
た
泄
帰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

泥
が
、
帰
義
王
に
拝
さ
れ
た
記
事
が
あ
る
。
魏
晋
に
お
け
る
唖
蝉
王
侯
の
正
称
が
確
立
さ
れ
る
の
は
、
す
で
に
建
国
最
初
の
文
筆
の
時
以
来
で

あ
る
の
は
確
実
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
『
三
国
志
』
東
夷
・
韓
伝
に
、
魏
帰
期
侯
の
官
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
の
ち
に
改
め
て
触
れ
た
い
。

　
も
う
一
種
の
「
親
魏
晋
」
王
印
が
、
〈
大
庭
書
・
九
九
頁
〉
に
あ
る
ご
と
く
、
「
親
爺
都
尉
」
、
「
後
部
親
漢
侯
」
な
ど
、
後
漢
の
文
献
に
は
じ

ま
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
〈
大
庭
書
〉
に
は
、
建
安
年
間
（
一
九
六
乏
一
二
〇
年
）
、
曹
操
が
亘
理
大
人
煙
管
の
死
後
、
そ
の
子
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の
沙
末
学
を
立
て
、
「
親
王
王
」
と
し
た
記
載
を
引
く
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
魏
晋
の
「
親
魏
・
晋
＋
民
族
名
＋
王
」
の
称
号
が
す
で
に
曹
操

に
よ
っ
て
、
お
そ
ら
く
「
親
漢
鮮
血
王
」
と
し
て
、
後
漢
末
期
に
授
与
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
（
第
二
章
、
注
⑳
）
。
即
ち
「
帰

義
」
王
侯
印
と
共
に
、
「
親
芸
評
」
虚
器
が
後
漢
宋
以
降
、
魏
初
に
か
け
て
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
明
確
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
〈
大
庭
書
〉
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

手
塚
隆
義
氏
の
論
考
を
引
き
、
明
帝
太
占
三
年
（
二
二
九
）
、
大
月
氏
王
波
調
に
「
親
子
大
月
辻
三
」
印
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
を
記
す
。
〈
大
庭

書
〉
は
続
い
て
、
他
に
も
「
親
譲
車
師
後
部
王
」
印
の
実
在
を
考
え
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
〈
大
庭
書
・
一
〇
一
頁
〉
は
大
月
氏
国
が

　
　
　
　
　
⑤

配
下
に
四
か
国
、
倭
国
が
『
魏
志
倭
人
伝
』
に
見
ら
れ
る
ご
と
く
配
下
に
八
か
国
以
上
と
、
多
数
の
国
を
統
率
す
る
大
国
が
「
親
魏
」
某
国
割

印
を
受
け
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
、
配
下
に
六
か
国
を
統
率
し
た
高
師
後
部
国
王
採
血
雑
が
受
け
た
魏
の
詳
明
は
「
親
唐
車
師
後
部
王
」
印
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

つ
た
可
能
性
が
高
い
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
幾
つ
も
の
国
を
統
属
し
た
国
王
に
「
親
魏
」
某
国
王
と
い
う
王
位
を
与
え
る
事
が
、
魏
の
周

辺
民
族
政
策
で
あ
っ
た
可
能
性
を
〈
大
庭
書
・
一
〇
二
頁
〉
は
述
べ
る
が
、
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
に
対
し
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
『
三
国
志
』
鮮
卑
伝
の
判
事
大
人
薄
利
・
彌
加
、
ま
た
、
三
門
能
に
叛
い
た
泄
艶
物
な
ど
が
得
た
「
帰

義
王
」
は
、
い
ず
れ
も
鮮
卑
全
部
族
を
統
括
す
る
も
の
で
は
な
く
、
い
ず
れ
も
そ
の
う
ち
の
一
部
族
の
支
配
者
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、

民
族
全
体
や
周
辺
諸
国
を
統
｝
支
配
す
る
王
に
「
親
整
腸
」
王
印
、
そ
の
王
の
下
で
民
族
の
一
部
分
を
支
配
す
る
王
な
い
し
侯
に
「
基
盤
」
王

侯
印
、
と
区
別
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
「
親
平
倉
」
玉
印
を
以
下
、
「
国
王
印
」
と
称
す
る
こ
と
と
す
る
。

　
ま
た
、
こ
の
こ
と
は
、
魍
後
漢
書
』
百
官
志
で
四
夷
国
王
、
率
衆
王
、
帰
義
侯
、
国
君
、
邑
長
の
五
ラ
ン
ク
付
け
で
あ
っ
た
四
夷
の
ラ
ン
ク

が
、
魏
（
晋
も
同
様
）
に
お
い
て
は
、
四
夷
国
王
、
帰
義
王
・
侯
、
墨
壷
湿
掻
・
手
長
以
下
、
の
三
ラ
ン
ク
に
区
分
さ
れ
直
し
た
こ
と
と
な
る

の
で
あ
る
。

　
魏
晋
周
辺
民
族
官
印
制
度
の
復
元
　
表
二
の
出
土
掻
餅
表
に
よ
っ
て
、
呼
声
が
周
辺
民
族
へ
授
与
し
た
璽
印
が
「
率
善
」
印
と
「
帰
義
」
印

そ
れ
に
「
国
王
」
印
の
三
ラ
ン
ク
で
あ
る
こ
と
が
復
元
出
来
た
（
以
下
、
〈
官
印
制
度
〉
と
略
称
）
。
そ
の
こ
と
は
玉
出
印
の
み
で
な
く
、
伝
世
印

も
同
様
で
あ
る
こ
と
が
表
三
掲
載
の
《
徴
存
》
七
島
周
辺
民
族
官
印
表
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
表
面
は
表
二
と
同
様
、
1
一
（
1
）
が
魏
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率
善
印
、
2
一
（
1
）
が
晋
率
善
印
、
2
一
（
2
）
が
晋
帰
義
弟
で
あ
る
。
表
二
に
一
例
だ
け
あ
っ
た
魏
帰
義
印
は
《
春
画
》
に
は
無
い
。
3

の
国
王
印
も
表
二
と
同
様
親
晋
の
み
で
親
魏
は
な
い
。
勿
論
の
事
、
表
二
の
新
出
印
で
検
討
し
た
「
字
・
二
字
民
族
名
に
よ
る
「
率
善
」
、
「
帰

義
」
の
前
後
配
置
、
率
善
印
が
血
管
以
下
、
帰
糸
印
が
王
侯
の
み
、
親
晋
王
印
が
圏
王
の
み
で
あ
る
事
も
全
く
同
様
で
、
少
な
く
も
本
稿
で
検

討
し
た
魏
晋
印
に
限
っ
て
、
出
土
印
と
伝
世
印
が
全
く
齪
嬬
無
く
一
致
し
た
〈
無
印
制
度
〉
を
復
元
す
る
こ
と
が
出
来
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
復
元
で
き
た
く
宮
印
制
度
〉
は
、
そ
の
三
ラ
ン
ク
が
、
必
ず
一
揃
い
で
各
民
族
に
与
え
ら
れ
た
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
授

与
基
準
に
合
致
し
た
部
分
が
与
え
ら
れ
、
合
致
し
な
い
部
分
は
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
無
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

①
『
中
国
文
物
精
華
一
一
九
九
三
』
文
物
出
版
社
、
一
九
九
三
年
、
＝
八
図
。

②
『
三
国
志
』
巻
三
十
、
品
書
、
鮮
卑
伝
（
八
四
〇
頁
）
「
文
膏
（
1
1
曹
王
）
立

　
素
利
・
彌
加
為
帰
義
王
。
」

③
『
三
国
志
臨
巻
三
十
、
図
書
、
鮮
単
記
（
八
三
六
頁
）
「
…
…
（
泄
）
帰
泥
叛

　
比
能
、
将
其
部
衆
降
、
拝
帰
国
王
…
…
」
。

④
手
塚
隆
義
門
本
葺
倭
王
考
」
糊
史
落
卵
二
三
巻
二
号
、
一
九
六
三
年
目
二
四
一

　
三
七
頁
）
。

四
、
魏
晋
周
辺
民
族
官
印
の
問
題

⑤
『
三
国
志
輪
巻
三
十
、
購
書
、
東
夷
伝
（
八
五
九
頁
）
注
、
『
魏
略
』
西
戎
伝

　
「
下
道
藪
行
、
…
…
皆
同
属
郵
善
也
。
…
…
皆
井
素
子
實
。
爾
南
国
・
大
面
国
・

　
高
附
国
・
天
竺
国
皆
井
属
大
月
氏
。
」

⑥
『
三
国
志
蝕
巻
三
十
、
魏
書
、
東
夷
伝
（
八
六
二
頁
）
注
、
『
魏
略
駄
西
戎
伝

　
m
北
新
道
西
行
、
至
東
且
彌
国
・
西
且
本
国
・
単
二
国
・
鋤
骨
国
・
蒲
陸
国
・
烏

　
貧
國
、
皆
井
属
車
師
後
部
王
。
引
治
孝
思
城
、
魏
賜
覇
王
壱
多
雑
守
魏
侍
中
、
号

　
大
都
尉
、
受
魏
王
印
。
」

　
前
章
で
作
成
し
た
表
二
・
三
に
見
る
ご
と
く
、
魏
と
晋
で
は
新
出
印
の
数
と
伝
世
印
の
数
に
大
差
は
あ
る
も
の
の
、
両
者
併
せ
て
全
く
岡
一

の
体
系
で
あ
っ
て
、
そ
の
間
に
い
か
な
る
差
異
も
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
の
統
一
性
は
先
ず
魏
が
全
形
を
つ
く
り
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
受
容
し
、

引
き
継
い
で
い
っ
た
の
が
晋
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
大
庭
氏
が
見
出
し
た
次
善
印
に
お
け
る
民
族
名
の
配
列
基
準
が
、

帰
認
印
で
も
同
様
に
統
一
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
魏
印
と
黒
印
の
〈
官
印
制
度
〉
は
完
全
に
同
～
で
あ
る
。
そ

し
て
ま
た
、
ど
の
周
辺
民
族
に
対
し
て
も
全
く
区
別
無
く
、
す
べ
て
同
一
の
基
準
が
当
て
は
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
以
下
に
、
そ

の
ほ
か
筆
者
の
気
付
い
た
い
く
つ
か
の
間
題
に
触
れ
て
ゆ
き
た
い
。
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官
印
の
身
分
呼
称
の
問
題
　
周
辺
民
族
へ
授
与
さ
れ
た
宮
印
の
身
分
呼
称
と
し
て
良
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
先
に
述
べ
た
ご
と
く
『
後
漢

書
』
、
百
宮
志
、
四
夷
の
項
の
「
四
夷
国
王
、
率
衆
苦
、
帰
属
侯
、
邑
君
、
邑
長
、
皆
有
丞
、
比
郡
県
。
」
（
第
二
章
、
注
⑲
）
で
あ
る
。
し
か
し
、

任
長
、
等
長
は
、
そ
れ
と
は
別
に
、
よ
り
早
い
『
漢
書
』
旬
奴
伝
に
記
す
「
諸
二
十
四
長
は
亦
各
自
、
千
長
、
百
長
、
什
長
…
…
を
置
く
。
」

の
旬
奴
の
官
制
に
基
づ
く
北
方
遊
牧
民
族
の
部
落
組
織
中
の
下
位
者
の
呼
称
で
あ
り
、
戦
時
に
は
末
端
軍
事
組
織
で
あ
る
が
、
平
時
は
下
部
統

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

治
機
構
と
し
て
機
能
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
同
様
の
表
記
が
『
漢
書
』
西
域
伝
に
あ
る
こ
と
も
良
く
知
ら
れ
て
い
よ
う
。
そ
の
呼
称
と

や
や
異
な
る
が
、
葉
其
峰
氏
は
『
三
国
志
』
、
訳
書
、
鳥
丸
伝
の
注
に
引
く
『
英
雄
記
』
の
、
鳥
丸
は
「
始
め
、
千
尊
長
、
百
夫
長
有
り
、
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

て
相
い
統
領
す
…
…
」
を
ひ
い
て
、
鳥
丸
に
も
黒
奴
と
同
様
に
固
有
の
官
制
が
あ
り
、
軍
官
で
あ
っ
た
と
述
べ
る
。

　
『
後
漢
書
瞼
の
登
算
侯
、
邑
君
、
邑
長
は
い
ず
れ
も
後
漢
の
設
置
で
あ
り
、
郡
県
に
比
す
と
記
さ
れ
、
か
れ
ら
を
首
長
と
す
る
国
や
邑
が
、

諸
民
族
の
統
治
組
織
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
が
次
の
三
国
・
魏
代
に
引
き
継
が
れ
た
こ
と
も
、
『
三
国
志
』
層
累
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

楽
浪
・
撃
方
郡
平
定
の
後
、
諸
韓
国
最
高
位
の
胃
管
に
邑
霜
、
本
位
よ
り
下
級
の
首
長
に
邑
長
の
印
綬
を
加
え
た
事
で
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
後
漢
に
お
い
て
「
下
衆
」
の
称
号
が
王
の
み
で
な
く
、
侯
・
長
ま
で
い
た
っ
て
い
る
事
は
す
で
に
明
ら
か
に
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
れ

よ
り
下
位
の
身
分
呼
称
は
文
献
で
は
明
ら
か
で
な
い
。
魏
々
に
お
け
る
性
善
印
で
、
邑
君
、
邑
長
の
下
位
に
仔
長
、
伯
長
が
置
か
れ
て
い
る
事

は
、
元
来
北
方
遊
牧
民
族
の
統
治
組
織
に
使
わ
れ
て
い
た
呼
称
が
、
そ
の
他
の
周
辺
民
族
全
般
に
広
げ
ら
れ
た
事
を
示
す
。
そ
う
し
た
諸
民
族

に
お
い
て
、
少
な
く
も
魏
と
の
力
量
の
差
異
か
ら
考
え
、
統
制
可
能
と
の
判
断
が
有
っ
た
も
の
と
考
え
る
。
そ
う
し
た
周
辺
諸
民
族
の
統
治
組

織
の
中
に
、
数
少
な
い
が
中
郎
将
・
校
（
都
）
尉
が
加
え
ら
れ
た
例
が
僅
か
に
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
後
の
率
由
中
郎
将
印
の
問
題
の
申
で
改

め
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
率
単
磁
の
問
題
　
す
で
に
第
二
章
の
漢
の
率
善
印
の
項
で
検
討
し
た
ご
と
く
、
〈
大
庭
書
・
一
八
九
頁
〉
の
、
「
率
善
」
の
称
号
が
魏
か
ら
は

じ
ま
る
、
と
す
る
見
解
に
対
し
、
漢
六
「
漢
率
善
牽
牛
」
印
の
新
出
土
に
よ
っ
て
、
す
で
に
後
漢
中
期
過
ぎ
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘

し
、
大
庭
氏
の
論
を
訂
正
し
た
。
ま
た
前
章
で
、
魏
晋
で
は
「
率
善
」
印
が
王
侯
に
は
用
い
ら
れ
ず
、
そ
れ
以
下
の
導
流
、
里
長
、
仔
長
、
伯
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長
へ
の
称
丹
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
周
辺
艮
族
へ
の
中
郎
将
印
も
数
は
少
な
い
が
、
同
様
に
「
率
善
」
で
王
侯
よ
り
は
～
段
下
な
の

で
あ
る
。

　
「
率
衆
」
は
衆
を
率
い
る
の
で
あ
る
か
ら
む
し
ろ
王
侯
に
こ
そ
相
応
し
い
称
号
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
王
侯
よ
り
下
位
に
与
え
ら
れ
た

「
黒
影
」
は
善
に
付
く
、
あ
る
い
は
善
に
循
う
く
大
庭
書
・
一
八
四
頁
〉
で
あ
り
、
先
の
陳
直
話
の
『
後
漢
書
』
西
南
蓋
世
、
珠
崖
太
守
の
子

　
　
　
　
　
し
た
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
た
が

の
豹
が
善
に
憩
う
人
を
率
い
て
報
復
し
た
、
に
あ
る
ご
と
く
、
衆
を
率
い
る
の
で
は
な
く
、
個
々
人
の
善
に
率
う
方
が
適
切
で
あ
ろ
う
（
第

二
章
、
注
⑳
）
。

　
一
義
印
の
問
題
　
第
二
章
の
漢
の
帰
義
印
の
項
で
検
討
し
た
ご
と
く
、
葉
氏
が
述
べ
る
武
帝
代
の
旬
奴
戦
争
に
参
加
し
た
帰
義
王
や
、
〈
栗

原
論
〉
の
帰
義
母
そ
れ
に
故
塁
奴
帰
義
な
ど
は
、
い
ず
れ
も
対
訳
奴
戦
争
の
中
で
の
称
号
で
あ
る
。
彼
等
は
そ
の
戦
功
に
よ
っ
て
、
前
漢
の
列

侯
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
周
辺
民
族
へ
授
与
さ
れ
た
称
号
と
は
こ
と
な
る
。
し
か
し
『
漢
書
』
趙
充
国
伝
（
第
二
章
、
注
⑳
）
の
帰
義
母
侯

楊
玉
や
、
西
域
伝
、
露
呈
国
の
条
（
第
二
章
、
注
⑳
）
の
帰
港
侯
黒
髪
建
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
す
で
に
前
漢
後
半
に
、
周
辺
民
族
に
帰
義
甲

が
与
え
ら
れ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
こ
の
よ
う
に
率
善
と
帰
義
の
称
号
は
い
ず
れ
も
豊
代
に
そ
の
起
源
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
率
爾
中
郎
将
印
の
問
題
　
大
庭
氏
は
こ
の
印
の
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
事
前
に
漢
魏
の
中
郎
将
・
校
尉
の
状
況
を
論
じ
た
論
考
を
発

　
　
④

表
さ
れ
、
そ
の
上
で
倭
人
伝
の
中
郎
将
を
論
じ
ら
れ
た
。
そ
の
頃
盛
ん
で
あ
っ
た
邪
馬
台
国
論
争
の
中
で
、
黒
帯
の
中
郎
将
の
地
位
の
高
さ
と
、

そ
れ
に
比
べ
、
魏
が
倭
国
の
憾
言
米
や
披
邪
狗
に
与
え
た
中
郎
将
、
さ
ら
に
牛
利
へ
の
校
尉
が
、
は
る
ば
る
遠
い
倭
国
か
ら
の
遣
使
に
対
す
る

早
言
の
最
大
の
優
遇
の
～
つ
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
に
対
す
る
反
論
の
意
味
が
強
い
。
前
漢
に
お
け
る
中
郎
将
は
、
後
漢
か
ら
魏
に
か
け
て
量

産
さ
れ
、
そ
の
地
位
は
大
幅
に
低
下
し
た
。
と
は
い
え
、
な
お
軍
事
上
に
お
け
る
中
郎
将
の
地
位
は
重
要
で
、
〈
大
庭
書
〉
に
お
け
る
議
論
が
、

充
分
に
氏
の
目
的
を
達
し
た
と
は
読
め
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
〈
大
庭
書
〉
が
あ
げ
て
い
る
の
は
、
一
九
五
六
年
、
内
蒙
古
干
城
県
出
土
の
晋
一
四
「
晋
野
卑
率
善
中
郎
将
」
銀
印
の
唯
一
例
の
み
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
そ
の
銀
面
の
ほ
か
、
晋
二
九
「
晋
鮮
卑
帰
義
強
」
金
印
、
晋
三
〇
「
晋
烏
丸
帰
墨
黒
」
金
印
が
、
背
面
に
「
狩
宙
金
」
と
裸
出
し
た
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⑤

獣
文
金
飾
牌
等
と
伴
出
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
遺
物
が
『
魏
書
』
帝
紀
・
序
盤
に
あ
る
拓
蹟
鮮
卑
の
桓
帝
碕
旭
が
、
西
晋
末
に
井
州
刺
史
司
馬
騰

を
助
け
、
旬
奴
劉
淵
の
部
将
秦
碍
豚
を
斬
っ
て
亭
亭
を
敗
走
さ
せ
た
功
に
よ
り
、
西
晋
か
ら
大
単
子
の
金
印
紫
綬
を
得
た
時
の
も
の
で
あ
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

と
は
、
既
に
宿
白
氏
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
晋
末
の
こ
の
印
に
つ
い
て
は
、
魏
の
場
合
と
は
別
途
に
考

え
る
必
要
が
あ
り
、
後
に
触
れ
た
い
。

　
出
土
印
が
唯
～
例
と
数
少
な
い
の
み
な
ら
ず
、
文
献
に
お
い
て
も
中
郎
将
印
の
授
与
が
記
さ
れ
た
の
は
、
『
魏
魏
倭
人
伝
』
の
ほ
か
は
、
同

じ
魏
志
・
韓
伝
（
八
五
〇
頁
）
の
、
併
せ
て
二
例
の
み
で
あ
っ
て
、
し
か
も
そ
れ
は
他
に
例
が
無
い
特
別
な
授
与
な
の
で
あ
る
。

　
韓
伝
の
原
文
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
「
其
官
有
魏
率
善
邑
君
、
帰
義
侯
、
中
郎
将
、
都
尉
、
伯
長
。
」
伯
長
は
気
長
で
あ
る
ほ
か
、
そ
れ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
⑦

の
印
に
つ
い
て
は
倭
国
と
の
関
連
も
あ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
に
多
く
の
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
筆
者
が
解
明
に
成

功
し
た
〈
官
印
綱
度
〉
に
基
づ
き
、
倭
と
韓
に
共
通
す
る
課
題
と
し
て
検
討
を
進
め
た
い
。
す
で
に
表
二
で
見
た
ご
と
く
、
実
際
に
発
見
さ
れ

て
い
る
璽
印
か
ら
、
〈
再
思
制
度
〉
が
適
用
さ
れ
た
民
族
は
一
四
罠
族
に
の
ぼ
る
。
表
三
の
伝
世
印
の
民
族
か
ら
は
さ
ら
に
五
民
族
が
加
わ
る

こ
と
と
な
る
。
そ
れ
ら
は
す
べ
て
国
王
、
帰
義
王
侯
、
率
善
呈
上
…
…
以
下
と
、
ど
の
民
族
に
対
し
て
も
整
然
と
一
律
の
秩
序
が
保
た
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

る
。
そ
の
な
か
で
、
韓
と
倭
の
み
に
例
外
と
し
て
中
郎
将
・
校
（
都
）
尉
が
配
さ
れ
た
処
置
に
は
、
何
ら
か
の
考
察
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　
第
一
に
韓
も
倭
も
、
ど
ち
ら
も
魏
に
と
っ
て
最
も
新
し
い
冊
封
国
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
公
孫
氏
の
支
配
下
に
あ
っ
た
韓
が
魏
の

支
配
下
に
入
っ
た
の
は
、
よ
う
や
く
景
初
元
・
二
年
（
二
三
七
・
八
）
、
帯
方
郡
の
占
領
か
ら
で
あ
る
。
倭
国
は
そ
の
翌
年
か
ら
と
な
る
。
先
に

〈
官
印
制
度
〉
の
成
立
過
程
で
論
証
し
た
ご
と
く
、
魏
に
よ
る
〈
官
印
制
度
〉
は
間
違
い
な
く
、
魏
の
成
立
当
初
に
は
完
成
し
て
い
た
。
韓
と

倭
が
魏
の
藩
屏
に
加
わ
っ
た
の
は
く
官
印
制
度
〉
が
出
来
上
が
っ
て
か
ら
後
と
な
る
。
第
二
は
共
に
、
魏
か
ら
は
遥
か
な
ア
ジ
ア
東
北
縁
辺
端

に
あ
る
遠
隔
地
で
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
そ
の
位
置
は
朝
鮮
半
島
南
半
と
、
そ
こ
か
ら
更
に
南
、
東
南
大
海
の
中
の
山
島
で
、
郡
か
ら

は
万
二
千
余
里
あ
る
。
魏
か
ら
は
呉
の
領
域
の
会
稽
・
東
野
の
東
に
あ
る
と
認
識
さ
れ
た
。
第
三
は
韓
と
倭
は
、
魏
の
周
辺
民
族
で
は
珍
し
い

定
住
農
耕
民
族
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
北
方
の
遊
牧
・
半
農
半
狩
を
主
と
し
た
人
々
や
、
西
方
の
半
農
半
牧
の
人
々
と
は
ま
た
異
な
っ
た
対
応
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が
必
要
な
地
域
な
の
で
あ
る
。

　
韓
と
倭
は
以
上
の
ご
と
く
新
た
な
藩
屏
で
、
且
つ
地
続
き
で
国
境
を
接
し
た
周
辺
民
族
と
は
異
な
り
、
魏
本
土
か
ら
は
遥
か
に
遠
く
、
し
か

も
そ
の
他
の
周
辺
民
族
と
は
異
な
り
、
土
地
に
執
着
し
た
生
業
を
営
ん
で
い
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
「
率
善
」
が
付
く
と
は
い
え
、
例
外
的
な

中
郎
将
と
校
（
都
）
尉
と
い
う
武
官
を
任
命
し
た
の
は
な
ぜ
か
。
そ
れ
ま
で
大
陸
の
戦
火
の
全
く
及
ば
な
か
っ
た
韓
と
倭
は
、
魏
か
ら
見
て
驚

く
ほ
ど
軍
事
に
疎
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
軍
事
担
当
者
の
名
称
を
賢
臣
と
同
一
に
し
て
ま
で
も
、
韓
と
倭
に
先
ず
自
国
の
自
衛
を
求
め
た
も
の

と
考
え
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
う
し
た
方
策
に
、
公
孫
氏
専
権
下
の
下
帯
方
郡
の
統
治
経
験
が
影
響
し
た
可
能
性
が
あ
る
が
、
そ
れ
を
立
証

す
る
す
べ
は
な
い
。
既
存
の
〈
官
印
制
度
〉
の
み
か
ら
で
は
、
内
外
両
面
か
ら
の
安
全
保
持
に
迅
速
に
対
応
出
来
難
い
、
新
冠
附
の
両
国
へ
の

応
急
対
応
策
で
あ
ろ
う
。
早
く
魏
初
に
完
成
し
て
い
た
く
官
印
制
度
〉
は
統
治
の
た
め
の
制
度
で
あ
っ
て
、
軍
事
は
考
慮
外
な
の
で
あ
っ
た
。

　
す
で
に
〈
武
田
論
〉
に
も
詳
述
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
韓
伝
の
魏
由
来
の
官
名
は
本
来
の
順
序
と
は
異
な
る
。
こ
こ
に
韓
の
問
題
を
論
じ
る

ゆ
と
り
は
な
い
が
、
官
印
に
関
し
て
は
、
先
述
の
ご
と
く
、
景
初
元
・
二
年
の
公
孫
氏
攻
撃
の
際
、
海
路
楽
浪
・
帯
方
郡
を
占
領
し
た
魏
が
諸

韓
国
の
臣
智
に
邑
君
の
称
号
を
加
え
て
い
る
（
注
③
参
照
）
。
諸
韓
国
は
高
息
を
頂
点
と
し
た
統
治
機
構
と
な
る
。
し
か
も
、
後
漢
末
以
降
公
孫

氏
専
権
下
に
お
い
て
、
魏
と
は
異
な
る
官
制
が
施
行
せ
ら
れ
て
い
た
可
能
性
を
考
え
る
必
要
が
あ
り
、
韓
伝
の
官
名
と
そ
の
順
序
は
、
中
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

将
・
都
尉
と
同
様
、
そ
の
反
映
と
考
え
て
取
り
扱
う
し
が
な
か
ろ
う
。

　
一
方
、
先
に
保
留
し
た
並
置
借
方
部
へ
の
「
率
善
中
郎
将
」
銀
印
は
唯
～
の
出
土
例
で
あ
り
、
し
か
も
西
幕
末
の
北
方
遊
牧
民
族
活
動
期
で

あ
っ
て
、
む
し
ろ
晋
側
か
ら
軍
事
権
を
鮮
卑
へ
譲
渡
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
も
の
で
、
魏
の
申
郎
将
授
与
と
は
別
と
考
え
る
。

　
金
銀
印
の
問
題
　
中
郎
将
印
が
「
率
善
」
の
称
号
を
付
け
る
こ
と
で
明
ら
か
な
ご
と
く
、
帰
義
王
侯
印
よ
り
下
で
邑
君
・
長
以
下
と
同
様
の

第
三
ラ
ン
ク
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
れ
で
は
、
そ
の
位
置
は
邑
君
・
長
は
と
も
か
く
、
邑
貫
長
な
ど
と
も
同
格

な
の
で
あ
ろ
う
か
。
中
郎
将
印
の
実
物
印
は
前
述
の
内
蒙
古
涼
城
県
出
土
の
「
晋
転
置
率
善
中
郎
将
」
印
し
か
な
く
、
印
材
は
銀
で
あ
る
。
文

献
上
か
ら
印
の
材
質
が
確
認
で
き
る
の
は
『
尚
志
倭
人
伝
扇
に
記
載
さ
れ
る
倭
国
の
第
一
回
遣
使
使
者
に
与
え
ら
れ
た
「
率
善
中
郎
将
」
と
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「
率
善
校
尉
」
の
二
印
で
、
共
に
銀
印
で
あ
っ
て
内
蒙
古
涼
城
県
出
土
の
中
郎
蔵
置
と
同
一
で
あ
る
。
中
郎
将
、
校
尉
が
共
に
銀
流
で
あ
る
こ

と
は
、
通
常
漢
の
内
輪
の
中
郎
将
・
校
尉
の
秩
が
比
二
千
石
で
あ
り
、
『
漢
書
』
の
百
官
公
卿
階
上
に
、
吏
の
秩
、
比
二
千
石
以
上
は
皆
銀
印

　
⑩

青
綬
、
と
あ
る
も
の
を
外
臣
の
周
辺
民
族
へ
援
用
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
表
二
に
見
る
ご
と
く
、
多
数
の
率
早
出
の
う
ち
で
ほ
か
に
銀
器
で
あ
る
の
は
、
湖
南
省
桃
源
県
出
土
の
晋
一
七
「
晋
蛮
夷
言
掛
邑
君
」
駝
鉦

景
印
唯
｝
例
の
み
で
あ
る
。
此
処
か
ら
は
同
時
に
晋
一
八
「
晋
蛮
夷
率
善
書
長
」
駝
鉦
銅
盤
が
二
恩
出
土
し
て
い
る
。
老
君
印
と
里
長
印
を
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

時
に
授
与
す
る
と
き
、
邑
君
の
方
が
邑
長
よ
り
上
位
に
有
る
こ
と
を
示
す
た
め
、
邑
君
印
を
言
挙
に
し
た
も
の
と
理
解
で
き
る
。
同
様
な
配
慮

が
同
じ
率
善
印
の
中
で
、
中
郎
将
・
校
尉
印
を
印
材
の
質
に
よ
っ
て
区
分
し
た
も
の
と
考
え
た
い
が
、
何
分
例
数
が
少
な
い
憾
み
が
残
る
。

　
「
玉
矛
王
侯
」
印
は
、
踏
面
が
一
穎
の
他
は
す
べ
て
黒
印
で
、
新
出
伝
世
併
せ
て
六
四
穎
あ
る
う
ち
、
金
印
、
鍍
金
印
共
感
穎
ず
つ
あ
る
。

　
「
国
王
印
」
で
は
「
親
魏
倭
王
」
印
が
金
印
で
あ
る
こ
と
は
肯
け
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
も
う
一
穎
の
「
親
魏
大
月
尊
王
」
印
の
印
材
が
文
献

に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
。
前
述
の
内
蒙
古
涼
城
県
の
鮮
卑
桓
帝
猜
価
へ
の
一
括
遺
物
の
う
ち
、
失
わ
れ
た
「
大
弓
干
」
印
は

文
献
に
金
印
と
記
さ
れ
て
い
る
。
魏
の
「
国
王
印
」
は
出
土
印
が
無
い
。
豊
代
の
「
国
王
印
」
は
新
出
、
伝
世
併
せ
て
一
九
穎
あ
る
。
そ
の
う

ち
、
金
印
は
七
穎
あ
る
が
、
す
べ
て
純
金
で
は
な
く
、
鍍
金
の
印
で
あ
る
。
「
豊
艶
王
侯
」
印
が
金
印
、
鍍
金
印
共
九
号
ず
つ
あ
る
の
に
対
し
、

「
親
晋
国
王
印
」
に
純
金
印
が
無
い
の
は
、
周
辺
民
族
と
係
わ
る
余
裕
を
無
く
し
た
晋
の
政
治
情
勢
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
勿
論
、
表
二

か
ら
う
か
が
え
る
ご
と
く
、
未
報
告
の
璽
印
が
各
地
に
ま
だ
有
ろ
う
。
今
後
の
資
料
の
増
加
を
待
ち
た
い
。

　
①
　
1
『
漢
書
㎞
巻
九
十
四
上
、
飼
奴
等
上
（
三
七
五
一
頁
）
門
諸
二
十
四
長
、
亦
　
　
　
　
　
　
　
龍
宮
印
研
究
隔
香
港
中
文
大
学
文
物
館
専
刊
之
四
、
一
九
九
〇
年
（
一
五
六

②

各
自
置
千
長
・
百
長
・
什
長
・
稗
小
風
・
相
・
都
尉
・
柴
戸
・
盈
渠
之
属
。
」

　
（
『
史
記
馳
巻
｝
百
十
、
旬
奴
伝
（
二
八
九
一
頁
）
で
は
、
魍
漢
書
臨
の
相
と

都
尉
の
間
に
封
が
入
る
。
）

2
糊
漢
香
物
巻
九
十
六
下
、
西
域
三
下
（
三
九
二
八
頁
）
「
最
凡
国
五
十
。
自

軍
長
…
…
百
長
・
千
長
…
…
」
。

1
葉
其
峰
「
古
代
越
族
与
蛮
族
的
叢
林
」
王
入
聡
・
葉
岩
峰
『
秦
漢
魏
晋
南
北

　
　
…
一
六
一
頁
）
　
一
六
一
頁
。

　
2
惣
二
国
志
』
巻
三
十
、
魏
書
、
鳥
丸
伝
（
八
一
二
四
頁
）
淺
の
隅
英
雄
記
嚇
裳

　
　
紹
、
版
文
「
…
…
始
有
千
夫
長
・
百
夫
長
以
相
統
領
、
…
…
」
。

③
凹
三
圏
志
島
巻
三
十
、
魏
書
、
東
夷
伝
、
韓
条
（
八
五
一
頁
）
「
景
初
中
（
二

　
三
七
－
二
三
九
）
、
明
帝
密
遣
帯
方
太
守
劉
断
・
楽
浪
太
守
鮮
干
嗣
越
海
定
二
郡
、

　
諸
韓
国
臣
智
加
撃
邑
君
印
綬
、
其
次
与
邑
長
。
輪
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④
大
庭
脩
「
漢
の
中
郎
将
・
校
尉
と
魏
の
宿
善
中
郎
将
・
悪
善
校
尉
偏
『
史
泉
輪

　
第
四
二
号
、
一
九
七
一
年
（
五
一
三
［
頁
）
。

⑤
『
諸
書
』
巻
一
、
帝
紀
・
序
紀
（
六
頁
）
、
「
十
一
年
（
三
〇
五
）
、
下
墨
攻
罰

　
馬
騰
、
騰
復
乞
師
。
桓
帝
以
軽
騎
数
千
山
之
、
斬
淵
将
秦
研
豚
、
灘
南
走
蒲
子
。

　
晋
仮
題
帝
大
陰
干
、
金
印
紫
綬
。
」

⑥
宿
白
「
単
磁
・
平
城
詳
市
的
墨
蹟
鮮
卑
l
t
北
魏
遺
遊
！
興
醒
遺
遽
輯
録
之

　
二
一
」
『
文
物
』
　
一
九
七
七
年
第
一
一
期
、
三
九
頁
、
第
二
・
三
。
な
お
、
張

　
景
明
「
内
蒙
古
涼
城
県
小
壌
子
公
金
銀
器
轡
蔵
一
『
文
物
匝
二
〇
〇
二
年
第
八
期

　
（
五
〇
一
五
二
頁
）
に
遺
物
再
録
。

⑦
1
従
前
の
研
究
成
果
に
韓
国
で
の
研
究
も
含
め
、
改
め
て
こ
の
問
題
を
展
開
し

　
　
　
た
論
考
に
、
武
田
幸
男
燗
三
韓
社
会
に
お
け
る
立
山
と
臣
智
」
東
京
大
学
文

　
　
　
学
部
朝
鮮
文
化
研
究
室
紀
要
『
朝
鮮
文
化
研
究
臨
第
二
・
三
田
、
一
九
九

　
　
　
五
・
九
六
年
（
以
下
、
〈
武
田
論
〉
と
略
称
）
が
あ
る
。

　
　
2
〈
武
田
論
・
上
二
六
頁
〉
に
、
魏
が
漢
・
倭
に
「
中
郎
将
」
を
授
与
し
た
の

五
、
倭
国
受
給
の
魏
印
と
ア
ジ
ア
東
北
縁
辺
部
の
情
勢

　
　
　
は
中
国
最
初
の
例
外
、
と
指
摘
し
て
い
る
。

⑧
〈
武
田
論
・
上
二
七
頁
〉
に
《
三
二
》
一
五
〇
六
「
率
土
都
尉
」
印
を
引
く
。

　
し
か
し
、
魏
の
文
字
が
無
く
、
民
族
名
も
無
く
、
鉦
も
鼻
聾
で
周
辺
罠
族
印
と
し

　
て
は
疑
問
が
あ
り
、
筆
者
は
採
用
し
難
い
。

⑨
／
〈
武
田
論
〉
と
同
様
、
従
前
の
研
究
成
果
に
立
脚
し
、
辰
王
の
官
制
を
論
じ

　
　
　
た
論
考
に
井
上
幹
夫
「
『
魏
志
隔
東
夷
伝
に
み
え
る
辰
王
に
つ
い
て
」
竹
内

　
　
　
理
三
博
士
古
希
記
念
会
編
噸
続
律
令
国
家
と
貴
族
社
会
』
吉
川
弘
文
館
、
　
一

　
　
　
九
七
八
年
（
六
一
一
一
六
四
〇
頁
）
が
あ
る
。

　
　
2
〈
武
田
論
・
上
二
六
頁
〉
に
、
帰
義
侯
を
公
孫
氏
由
来
の
官
と
し
、
魏
が
新

　
　
　
た
に
最
高
官
位
と
し
た
邑
君
の
次
に
位
置
付
け
ら
れ
た
、
と
す
る
。

⑩
糊
漢
書
睡
巻
十
九
上
、
百
官
公
卿
表
上
（
七
四
三
頁
）
門
凡
吏
秩
比
二
千
石
以

　
上
、
皆
銀
印
青
蝿
、
…
…
」

⑪
前
出
、
注
③
文
献
の
「
臣
智
に
合
壁
、
其
の
次
に
邑
長
」
の
場
合
も
同
様
、
麗

　
君
が
窯
印
で
邑
長
が
銅
印
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
『
魏
地
胆
人
伝
』
に
記
載
さ
れ
た
第
一
圃
倭
國
遣
使
の
際
、
魏
か
ら
授
与
さ
れ
た
官
印
は
三
穎
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
上
述
の
ご
と
く
そ

れ
ぞ
れ
印
文
は
も
と
よ
り
、
材
質
、
綬
帯
に
至
る
ま
で
詳
細
な
記
載
が
あ
り
、
「
帰
義
」
印
を
除
い
て
、
「
率
善
印
」
、
「
国
王
印
」
の
比
定
に
関

し
、
文
献
上
、
大
き
な
役
割
を
果
た
す
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
改
め
て
、
倭
の
三
印
に
検
討
を
加
え
た
い
。

　
親
魏
倭
王
印
　
魏
の
対
外
官
制
の
中
で
「
国
王
印
」
が
最
上
位
に
位
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
「
親
魏
大

月
氏
王
」
が
配
下
に
四
か
圏
を
置
き
、
〈
大
庭
書
・
一
〇
｝
頁
〉
が
推
定
し
た
「
親
魏
車
室
後
部
王
」
が
六
か
国
を
配
下
に
す
る
。
そ
れ
に
対

し
、
「
親
魏
三
王
」
は
『
魏
志
倭
人
伝
』
に
よ
る
と
、
対
馬
国
か
ら
は
じ
め
、
邪
馬
台
国
に
至
る
ま
で
す
で
に
八
か
国
が
あ
る
。
そ
の
あ
と
に

女
王
国
よ
り
以
北
の
労
国
と
し
て
斯
肇
国
か
ら
奴
国
ま
で
列
挙
さ
れ
た
国
々
は
二
一
か
国
に
達
す
る
。
詳
細
不
明
の
肇
国
は
別
と
し
て
も
、
魏
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の
使
い
が
親
し
く
見
聞
し
た
国
は
八
か
国
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
轟
々
の
実
際
の
政
治
組
織
は
と
も
か
く
、
支
配
す
る
国
々
の
数
の
上
で
は
諸
方

の
大
国
と
肩
を
並
べ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
統
合
す
る
盟
主
と
し
て
倭
の
女
王
卑
弥
呼
に
、
最
高
位
の
「
国
王
印
」
を
与
え
る
の
は
、
高
等
か
ら

は
当
然
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
、
ほ
ぼ
同
時
に
魏
の
支
配
下
と
な
っ
た
諸
韓
国
が
幾
つ
も
の
国
に
分
か
れ
た
ま
ま
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
統
～

す
る
国
王
が
無
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
邑
鷺
止
ま
り
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
判
明
し
よ
う
。
こ
れ
ま
で
『
書
志
倭
人
伝
』
研
究
論
者
の
多
く
が
主
張

し
た
の
は
、
魏
が
倭
と
呉
の
連
携
を
慮
り
、
倭
を
厚
遇
す
る
事
で
そ
の
連
携
を
防
ご
う
と
し
た
、
と
す
る
考
え
で
あ
る
が
、
筆
者
は
単
純
に

〈
官
印
制
度
〉
国
王
印
の
授
与
基
進
・
を
重
ん
じ
た
い
。

　
率
善
中
郎
将
・
校
尉
印
　
倭
の
朝
貢
の
使
者
、
難
遣
米
と
都
市
牛
利
に
与
え
ら
れ
た
の
は
、
共
に
「
率
善
」
印
の
中
郎
将
と
校
尉
印
で
あ
る
。

し
か
し
、
ど
ち
ら
も
銀
印
で
あ
っ
て
、
第
三
ラ
ン
ク
で
は
あ
る
が
、
そ
の
な
か
で
は
上
位
で
、
第
ニ
ラ
ン
ク
の
帰
館
印
と
の
中
間
で
あ
る
と
い

え
よ
う
か
。
印
文
は
「
魏
率
善
倭
中
郎
将
」
と
「
魏
善
南
倭
校
尉
」
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
『
魏
志
野
人
伝
』
に
よ
る
と
、
正
始
四
年
（
二
四
三
）
の
第
二
主
遣
使
に
際
し
、
披
邪
狗
ら
八
人
が
皆
、
中
郎
将
印
を
受
け
た
と

あ
る
。
こ
の
八
人
が
『
魏
志
倭
人
伝
』
に
詳
細
が
記
載
さ
れ
る
、
対
馬
国
以
下
邪
馬
台
国
ま
で
の
八
か
国
代
表
と
考
え
る
の
は
穿
ち
過
ぎ
で
あ

ろ
う
か
。
す
で
に
中
郎
将
は
難
青
米
が
貰
っ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
で
一
挙
に
九
人
と
な
っ
た
。
で
は
こ
れ
ら
の
中
郎
将
は
皆
、
同
格
な
の
で
あ

ろ
う
か
。
正
始
六
年
（
二
四
五
）
、
魏
か
ら
詔
書
を
も
っ
て
難
聖
意
に
黄
瞳
が
下
賜
さ
れ
た
。
ま
た
、
正
始
八
年
（
～
二
七
）
、
狗
奴
国
と
の
内
乱

の
激
化
に
際
し
て
、
帯
方
郡
か
ら
派
遣
さ
れ
た
町
政
等
が
詔
書
や
黄
橦
を
拝
仮
し
た
の
は
、
や
は
り
清
福
米
で
あ
る
。
同
じ
中
郎
将
な
が
ら
、

ど
ち
ら
も
難
升
米
が
魏
と
の
窓
口
と
な
っ
て
い
る
の
は
何
故
か
。
単
な
る
先
任
と
後
任
と
も
解
さ
れ
る
。
噸
魏
志
倭
人
伝
』
に
は
摘
心
狗
ら
の

中
郎
将
印
の
詳
細
を
記
載
し
て
い
な
い
の
で
、
以
下
は
推
測
に
過
ぎ
な
い
が
、
同
じ
中
郎
将
な
が
ら
摘
速
急
ら
の
そ
れ
が
銅
盤
黒
歯
で
あ
れ
ば
、

難
升
米
と
は
は
っ
き
り
と
、
上
下
の
関
係
が
成
立
す
る
事
と
な
る
の
で
あ
る
が
。

　
魏
普
時
代
の
宮
位
の
安
売
り
の
例
と
し
て
よ
く
引
か
れ
る
の
は
、
呉
の
は
じ
め
、
偽
っ
て
内
応
を
持
ち
か
け
た
周
紡
が
、
魏
の
曹
休
に
賞
賜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

と
し
て
要
求
し
た
「
将
軍
侯
印
五
十
紐
、
（
中
）
郎
耳
印
皇
儲
、
校
尉
・
都
尉
印
各
二
百
紐
」
で
あ
ろ
う
。
こ
の
策
略
が
見
破
ら
れ
な
か
っ
た

93　（565）



と
こ
ろ
を
見
る
と
、
同
時
に
多
数
の
印
を
授
与
す
る
こ
と
に
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
抵
抗
は
無
か
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
ア
ジ
ア
東
北
縁
辺
部
の
情
勢
　
後
漢
末
期
か
ら
、
魏
の
背
後
の
遼
東
～
帯
を
公
孫
氏
が
支
配
す
る
状
況
が
大
き
く
動
い
た
の
は
、
公
孫
淵
が

呉
か
ら
燕
王
に
推
戴
さ
れ
、
魏
に
対
す
る
対
抗
の
姿
勢
を
強
め
た
か
ら
で
あ
る
。
青
龍
二
年
（
二
三
四
）
、
諸
葛
孔
明
が
五
軽
爆
で
死
去
し
、
魏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

は
東
方
計
略
に
と
り
か
か
る
。
景
初
元
年
（
一
…
七
）
に
は
公
孫
淵
が
燕
の
国
号
を
た
て
、
無
二
の
年
号
を
用
い
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
翌

年
に
お
け
る
司
馬
諮
の
攻
撃
に
よ
り
、
公
孫
淵
は
遂
に
滅
び
た
。
こ
の
と
き
、
同
時
に
魏
の
新
任
楽
浪
太
守
鮮
予
嗣
と
帯
方
太
守
劉
所
は
、
明

楽
の
命
を
受
け
、
海
路
楽
浪
・
帯
方
郡
を
占
領
し
て
い
る
。
こ
の
時
、
諸
韓
国
の
臣
智
に
は
邑
君
、
臣
智
よ
り
下
級
の
首
長
に
邑
長
の
印
綬
が

与
え
ら
れ
て
い
た
（
第
四
章
、
注
③
）
。
倭
国
の
女
王
卑
弥
呼
の
使
者
が
帯
方
郡
に
詣
り
、
魏
へ
の
朝
貢
を
願
い
出
た
の
は
翌
早
々
三
年
の
こ
と

で
あ
る
。

　
次
の
大
き
な
変
動
は
、
正
始
五
年
（
一
概
四
）
、
魏
に
よ
る
高
句
麗
討
伐
で
あ
る
。
田
馬
蝉
は
丸
都
城
を
攻
略
し
た
が
、
高
句
麗
の
再
起
を
知

り
、
翌
年
、
再
び
高
句
麗
を
攻
め
、
配
下
の
玄
菟
太
守
四
顧
は
、
単
身
脱
出
し
た
高
句
麗
王
位
宮
を
追
い
、
東
沃
沮
か
ら
遠
く
掘
婁
ま
で
至
っ

　
　
③

て
い
る
。
併
せ
て
、
も
と
楽
浪
郡
の
領
菓
七
県
で
、
在
地
首
領
の
支
配
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
た
減
が
、
高
句
麗
に
助
力
し
た
と
し
て
楽
浪
・
帯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

方
郡
の
軍
に
征
服
さ
れ
た
。
こ
の
瀕
の
滅
亡
の
後
、
正
始
七
年
三
四
六
）
、
領
土
問
題
の
処
理
で
韓
の
臣
智
の
怒
り
を
買
い
、
帯
方
郡
の
崎
県

営
が
攻
撃
さ
れ
、
蘇
方
太
守
弓
遵
と
楽
浪
太
守
劉
茂
は
兵
を
も
っ
て
戦
い
、
二
郡
は
つ
い
に
韓
国
を
滅
ぼ
し
た
が
、
そ
の
際
、
弓
遵
は
戦
死
し

　
　
⑤

て
い
る
。
魏
志
・
韓
伝
（
八
四
九
頁
）
に
「
其
民
土
著
」
と
あ
る
。
通
訳
に
よ
る
誤
解
が
も
と
で
あ
っ
て
も
、
定
住
農
民
が
そ
の
土
地
を
奪
わ

れ
る
危
機
に
あ
る
、
と
解
す
れ
ば
、
そ
れ
は
単
な
る
「
属
郡
」
の
移
動
で
は
な
く
、
死
を
賭
し
て
戦
う
事
と
な
ろ
う
。

　
正
始
八
年
（
二
四
七
）
、
弓
遵
の
後
、
帯
方
太
守
に
着
任
し
た
の
は
、
先
に
高
句
麗
王
位
宮
を
遠
く
追
い
詰
め
た
王
順
で
あ
る
。
こ
の
頃
ま
で

に
高
句
麗
は
魏
に
惨
敗
し
、
減
も
楽
浪
・
母
方
に
降
り
、
帯
方
郡
の
管
轄
す
る
と
こ
ろ
の
韓
も
一
旦
滅
ぼ
さ
れ
、
郡
の
統
制
の
も
と
に
置
か
れ

て
い
る
。
遼
東
か
ら
東
へ
は
、
朝
鮮
半
島
の
多
く
の
部
分
ま
で
魏
の
力
が
及
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
卑
弥
呼
が
使
い
を
派
し
、
か
ね
て
不
仲
の

狗
奴
国
と
戦
端
が
開
か
れ
た
こ
と
を
告
げ
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
情
勢
の
麗
な
の
で
あ
る
。
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こ
の
と
き
黄
橦
と
詔
書
を
持
っ
て
郡
か
ら
塞
曹
橡
史
の
張
政
が
派
遣
さ
れ
た
。
”
塞
曹
”
は
郡
県
の
下
級
心
懸
で
、
画
像
で
は
内
蒙
古
ホ
リ

ン
ゴ
ル
後
漢
壁
画
墓
の
、
前
室
鼠
壁
南
端
か
ら
南
島
東
端
に
か
け
て
の
壁
画
上
方
に
描
か
れ
た
幕
府
東
門
付
近
の
附
属
建
物
の
一
つ
に
”
塞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

曹
”
の
文
字
が
書
か
れ
て
い
る
。
派
遣
さ
れ
た
の
は
下
級
官
吏
で
、
沈
仁
安
氏
が
い
う
よ
う
な
軍
事
使
節
と
は
と
て
も
い
え
な
い
。
し
か
し
、

か
ね
て
不
仲
の
狗
奴
国
と
の
戦
端
が
開
か
れ
た
ま
さ
に
そ
の
時
に
、
帯
出
郡
か
ら
派
遣
さ
れ
た
使
者
で
あ
る
。
そ
の
使
者
は
、
魏
朝
廷
の
詔
書

と
黄
瞳
を
背
負
い
、
宗
主
国
の
魏
国
か
ら
派
遣
さ
れ
、
そ
れ
を
難
儀
米
に
授
け
、
さ
ら
に
轍
を
発
し
て
い
る
。
そ
れ
は
局
地
の
紛
争
を
収
め
よ

う
と
す
る
魏
側
の
介
入
に
他
な
ら
な
い
。
倭
国
で
の
窓
口
と
な
っ
た
の
は
、
難
遣
米
が
任
命
さ
れ
て
い
た
率
善
中
郎
将
な
の
で
あ
る
。
魏
が
あ

ら
か
じ
め
任
命
し
て
お
い
た
中
郎
将
や
校
（
都
）
尉
は
や
は
り
、
そ
う
し
た
軍
事
上
の
危
急
の
時
の
窓
口
の
役
割
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

魏晋周辺畏族富印制度の復元と『魏志倭人伝』印（秋由）’

①
『
三
国
志
』
巻
六
十
、
呉
書
、
周
紡
伝
（
；
元
○
頁
）
「
其
七
日
：
今
挙
大

　
事
、
自
非
爵
号
無
熱
勧
之
、
乞
請
将
軍
・
侯
印
各
五
十
紐
、
郎
将
印
百
敷
、
校

　
尉
・
都
尉
諸
念
二
百
紐
、
…
…
」

②
〈
大
庭
書
・
八
三
頁
〉
の
記
述
に
、
紹
漢
の
年
号
を
二
三
八
・
二
三
九
年
と
誤

　
る
の
は
、
蟹
…
困
志
』
巻
八
、
臨
書
、
一
一
公
孫
伝
（
二
五
四
頁
）
の
注
に
引
く

　
『
漢
晋
春
秋
隔
の
門
公
孫
淵
自
立
、
称
紹
漢
元
年
。
…
…
」
と
い
う
記
述
が
、
本

　
文
の
景
初
二
年
（
一
一
三
入
）
六
月
の
項
の
あ
と
に
付
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

③
『
三
国
志
』
巻
二
十
八
、
魏
書
、
冊
丘
鼻
許
（
七
六
二
頁
）
「
正
始
中
（
二
四

　
〇
一
二
十
八
）
、
倹
鼻
高
句
騒
数
侵
叛
、
督
諸
軍
歩
止
万
入
出
今
生
、
従
諸
道
討

　
之
。
二
藍
王
宮
将
歩
騎
二
万
人
、
進
軍
沸
流
水
上
、
大
戦
梁
口
、
宮
連
破
走
。
倹

　
遂
束
馬
龍
車
、
以
登
丸
都
、
全
句
難
所
都
、
斬
獲
首
単
二
噸
数
。
…
…
倹
引
軍
還
。

　
六
年
（
二
四
五
）
、
復
征
之
、
富
山
奔
買
溝
。
倹
遣
玄
菟
太
守
王
顧
追
之
、
過
沃

　
志
野
有
余
塁
、
至
粛
慎
氏
幽
界
、
霞
石
早
業
、
刊
丸
都
耐
食
、
雲
紙
耐
之
城
。
」

④
『
三
国
志
廓
巻
三
十
、
二
型
、
東
夷
伝
、
減
条
（
八
四
九
頁
）
「
正
始
六
年

　
（
二
四
五
）
、
楽
浪
太
守
劉
茂
・
吉
方
太
守
弓
遵
以
墨
東
減
属
句
麗
、
興
師
伐
之
、

　
不
耐
侯
等
挙
邑
降
。
其
八
年
、
詣
閾
朝
貢
、
詔
更
買
置
耐
減
王
。
」

⑤
『
三
国
志
』
巻
三
十
、
玉
書
、
東
夷
伝
、
韓
条
（
八
五
【
頁
）
「
部
従
事
呉
林
以

　
楽
浪
本
統
韓
国
、
分
割
辰
韓
八
丁
以
与
楽
浪
、
帰
属
転
輪
異
同
、
背
甲
激
韓
急
、

　
攻
帯
方
郡
崎
離
営
。
暗
太
守
弓
遵
・
楽
浪
太
守
劉
茂
興
兵
曹
之
、
遵
戦
死
、
こ
郡

　
遂
滅
韓
。
偏

⑥
1
内
蒙
古
自
治
区
博
物
館
文
物
工
作
隊
『
和
林
格
爾
漢
墓
壁
画
』
文
物
出
版
社
、

　
　
　
一
九
七
八
年
、
本
文
一
八
頁
、
図
三
六
。
た
だ
し
、
印
捌
が
悪
く
、
図
は
明

　
　
　
瞭
で
な
い
。

　
　
2
吉
本
道
雅
氏
の
教
示
に
よ
る
“
山
鼠
”
の
石
刻
・
難
癖
に
次
の
も
の
が
あ
る
。

　
　
　
（
ユ
〉
永
田
英
正
編
『
累
代
石
刻
集
成
軸
同
朋
舎
出
版
、
…
九
九
四
年
、
図

　
　
　
版
・
釈
文
編
、
二
四
八
頁
、
「
曹
全
稗
稗
陰
」
に
“
塞
曹
史
”
。
（
2
）
謝
桂

　
　
　
華
・
李
均
明
・
朱
墨
燗
『
居
延
漢
簡
釈
文
合
校
』
文
物
出
版
社
、
一
九
八
七

　
　
　
年
、
二
五
四
頁
、
簡
一
五
五
・
一
四
A
、
簡
一
五
五
・
一
四
B
に
“
塞
曹

　
　
　
史
”
。
（
3
）
呉
熱
願
・
李
永
良
・
馬
建
華
『
敦
焼
墨
斑
釈
文
四
半
粛
人
民
出

　
　
　
版
社
、
一
九
九
　
年
、
五
三
頁
、
簡
五
一
八
に
“
塞
曹
”
。

⑦
沈
仁
安
著
、
攣
縮
友
治
・
藤
田
美
代
子
訳
『
中
国
か
ら
み
た
日
本
の
古
代
軸
ミ

　
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
三
年
、
　
四
一
頁
。
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結
　
　
び
　
　
に
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本
稿
が
目
指
し
た
も
の
は
、
こ
れ
ま
で
さ
ま
ざ
ま
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
、
魏
か
ら
倭
国
へ
与
え
ら
れ
た
親
魏
二
王
以
下
の
印
綬
で
示
さ
れ
る

倭
の
力
が
、
魏
の
周
辺
民
族
政
策
の
中
で
ど
の
よ
う
な
位
置
に
あ
た
る
の
か
、
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
魏
が
周
辺
民
族
に

対
し
て
行
っ
た
施
策
の
様
梢
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
何
よ
り
必
要
な
こ
と
で
あ
る
。
と
り
わ
け
そ
れ
が
明
確
に
あ
ら
わ
れ
る
の
は
、
魏
に
親

し
ん
だ
周
辺
民
族
に
与
え
た
処
遇
で
あ
ろ
う
。
具
体
的
に
は
、
文
献
に
記
載
さ
れ
た
、
周
辺
民
族
に
対
し
て
授
与
さ
れ
た
官
爵
の
記
載
を
基
に

し
、
そ
れ
を
実
際
に
示
す
、
魏
が
周
辺
民
族
へ
授
与
し
た
官
印
の
実
物
資
料
を
幅
広
く
収
集
し
て
体
系
付
け
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
資
料
の

不
足
を
伝
世
印
に
よ
っ
て
補
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
す
で
に
早
く
＜
大
庭
書
二
八
五
頁
〉
に
方
法
が
示
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
〈
大
庭
書
〉
以
降
の
新
出
印
を
集
成
す
る
こ
と
は
く
梶
山
論
〉
に
～
九
九
〇
年
初
ま
で
の
集
成
が
あ
る
が
、
す
で
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、
そ

の
論
考
は
華
南
の
蛮
夷
印
の
研
究
を
主
目
的
と
し
た
も
の
で
、
魏
晋
周
辺
民
族
官
制
の
全
貌
の
解
明
を
目
指
し
た
本
稿
の
目
的
と
は
、
ま
る
で

異
な
る
。
改
め
て
本
稿
表
二
に
お
い
て
、
二
〇
〇
八
年
ま
で
の
魏
晋
周
辺
民
族
官
印
を
再
度
収
集
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
〈
大
庭
書
〉
の
刊
行
か

ら
四
〇
年
近
く
を
経
過
し
た
間
に
、
新
出
土
な
い
し
新
報
告
さ
れ
た
真
鍮
の
璽
印
資
料
は
そ
の
年
数
を
越
え
る
ま
で
に
な
っ
た
。
更
に
加
え
て
、

そ
の
聞
に
中
国
に
お
け
る
璽
印
研
究
が
進
捗
し
、
《
徴
存
》
の
ご
と
き
信
頼
す
べ
き
印
譜
資
料
が
刊
行
さ
れ
た
。
今
や
改
め
て
〈
大
庭
書
〉
の

方
法
で
本
来
の
目
的
を
実
現
で
き
る
条
件
が
お
お
よ
そ
整
っ
た
。
本
稿
は
、
そ
の
方
法
を
愚
直
に
実
践
し
た
結
果
に
過
ぎ
な
い
。

　
表
二
（
新
出
）
・
表
三
（
《
徴
存
》
）
の
魏
晋
周
辺
民
族
官
印
表
が
そ
の
成
果
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
甲
案
の
周
辺
民
族
へ
の
官
印
は
、
～
、

民
族
全
体
や
周
辺
諸
国
を
統
一
支
配
す
る
「
国
王
印
」
。
二
、
国
王
の
下
で
部
族
長
を
つ
と
め
る
「
帰
義
王
侯
印
」
。
三
、
暴
君
以
下
と
中
郎
将

に
与
え
ら
れ
る
「
率
善
印
」
、
の
三
段
階
に
整
然
と
区
分
さ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
と
し
た
。
こ
の
こ
と
は
同
時
に
、
書
き
記
さ
れ
て
い
な
い
魏

代
百
官
志
の
、
四
夷
の
項
を
復
元
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
前
・
後
漢
代
に
お
い
て
は
、
先
に
述
べ
た
ご
と
く
、
若
干
の
統
～
的
配

慮
が
う
か
が
え
る
以
外
、
明
確
な
統
一
性
を
見
出
す
こ
と
が
現
状
で
は
難
し
い
こ
と
と
比
べ
る
と
、
大
き
な
違
い
で
あ
る
。



魏晋周辺民族官印制度の復元と『魏志倭人伝」印（秋山）

　
以
上
、
本
稿
の
目
的
と
し
た
君
朝
の
周
辺
民
族
に
対
す
る
処
遇
全
体
の
中
で
、
『
魏
志
倭
人
伝
』
に
記
さ
れ
る
「
温
習
倭
王
」
印
は
最
高
ラ

ン
ク
の
「
国
王
印
」
で
あ
り
、
「
魏
率
善
倭
中
郎
将
」
印
と
「
魏
率
善
倭
校
尉
」
印
は
第
三
ラ
ン
ク
の
「
率
善
言
」
と
な
る
。
魏
の
景
初
年
代
、

韓
と
倭
は
最
も
新
し
い
藩
屏
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
「
国
王
印
」
は
韓
に
な
く
、
倭
に
は
あ
る
。
一
方
、
第
二
・
三
ラ
ン
ク
の
統
治
に
あ
た
る

官
印
は
、
韓
に
は
あ
る
が
倭
に
は
な
い
。
共
通
す
る
の
は
武
官
系
統
の
中
郎
将
と
校
（
都
）
尉
印
で
あ
る
。
そ
う
し
た
違
い
は
、
魏
側
が
冷
静
に

当
時
の
韓
と
倭
の
内
実
を
判
断
し
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
中
郎
将
と
校
尉
の
「
二
二
印
」
は
、
韓
と
倭
が
望
ん
で
得
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。

そ
の
中
郎
将
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
し
た
か
は
、
『
魏
重
壁
人
伝
』
に
記
さ
れ
て
い
る
通
り
、
狗
奴
国
と
の
抗
争
に
際
し
、
魏
の
詔
書
、
黄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

橦
、
さ
ら
に
は
轍
を
受
け
る
窓
ロ
と
な
っ
た
こ
と
で
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
授
与
に
当
た
っ
て
の
詔
書
に
「
遠
き
を
渉
り
、
道
路
勤
労
」
と
あ
っ

て
、
こ
の
任
命
を
遠
路
の
労
に
よ
る
優
遇
と
考
え
て
い
る
論
者
が
多
い
。
し
か
し
、
そ
れ
が
優
遇
か
否
か
は
先
に
考
察
し
た
通
り
で
あ
る
。

　
前
章
で
ア
ジ
ア
東
北
縁
辺
部
の
情
勢
を
長
々
と
再
録
し
た
の
は
、
当
時
の
倭
圏
が
置
か
れ
て
い
た
国
際
情
勢
が
、
い
か
に
緊
迫
し
た
も
の
で

あ
っ
た
か
を
再
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
倭
国
へ
与
え
ら
れ
た
魏
か
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
処
遇
が
、
優
遇
か
否
か
を
論
じ
る
前
に
、

魏
は
卑
弥
呼
の
最
初
の
直
営
の
際
か
ら
、
倭
国
を
監
督
す
る
帯
下
郡
を
通
じ
て
、
内
外
の
危
機
に
際
し
何
時
で
も
介
入
出
来
る
よ
う
、
中
郎
将

と
校
尉
を
与
え
た
と
い
う
よ
り
は
、
配
置
済
み
な
の
で
あ
る
。
そ
の
証
拠
に
、
『
魏
志
倭
人
伝
』
が
記
す
よ
う
に
、
正
始
八
年
に
卑
弥
呼
の
労

使
が
謬
言
国
と
の
騒
乱
の
急
を
告
げ
る
以
前
、
す
で
に
正
始
六
年
に
中
郎
将
難
升
米
に
黄
橦
が
詔
賜
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
前
、

正
始
四
年
に
控
邪
狗
ら
八
人
に
中
郎
将
が
与
え
ら
れ
て
い
る
事
も
、
無
関
係
と
は
雷
い
切
れ
ま
い
。
卑
弥
呼
を
倭
国
王
に
任
じ
て
い
る
魏
国
が
、

そ
の
危
急
に
援
助
を
行
う
の
は
当
然
の
行
動
な
の
で
あ
る
。
海
を
越
え
て
の
軍
隊
の
派
遣
は
、
後
の
元
勲
が
し
め
す
ご
と
く
、
決
し
て
魏
に
と

っ
て
も
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
が
、
狗
移
管
と
の
戦
闘
の
情
勢
に
対
す
る
財
政
ら
の
報
告
次
第
で
は
、
高
句
麗
や
減
や
韓
と
同
様
の
運
命
が
、

倭
国
を
襲
わ
な
か
っ
た
と
い
う
保
証
を
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
検
討
の
過
程
で
述
べ
た
よ
う
に
、
「
率
善
」
も
「
帰
義
」
も
、
さ
ら
に
は
「
衆
評
（
晋
）
」
も
そ
れ
ら
は
す
べ
て
、
漢
代
に
そ
の
淵
源
を
求
め

る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
ら
の
用
語
に
秩
序
を
設
け
、
整
理
を
施
し
、
体
系
的
に
配
列
し
た
の
が
魏
晋
代
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
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は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
漢
と
周
辺
民
族
と
の
、
叛
服
由
な
い
長
い
血
み
ど
ろ
の
抗
争
の
中
か
ら
、
お
も
む
ろ
に
授
与
の
体
系
が
作
り
出
さ
れ
て

き
た
こ
と
を
物
語
る
。
印
に
彫
り
こ
ま
れ
た
「
掻
撫
」
や
「
率
善
」
の
意
味
や
意
義
が
、
前
漢
後
半
か
ら
後
漢
末
へ
の
三
百
年
余
に
わ
た
る
歴

史
の
変
遷
の
中
で
徐
々
に
変
化
し
、
ま
た
定
着
し
て
行
く
過
程
が
必
要
で
あ
っ
て
、
そ
の
詳
細
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
な
お
多
く
の
さ
ま
ざ

ま
な
立
場
か
ら
の
研
究
が
必
要
と
な
ろ
う
。

　
そ
れ
だ
け
に
、
本
稿
が
取
り
扱
う
周
辺
民
族
へ
の
対
応
に
限
っ
て
で
は
あ
る
が
、
魏
の
始
ま
り
の
頃
に
は
そ
の
対
応
の
体
系
が
見
事
に
出
来

上
が
っ
て
い
た
こ
と
に
、
後
漢
と
は
一
線
を
画
し
た
新
興
の
魏
の
意
気
込
み
が
感
じ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
前
漢
と
衝
奴
と
の
、
民
族
の
生

存
を
か
け
た
死
闘
を
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
後
漢
が
苦
し
ん
だ
莞
族
と
の
抗
争
が
、
多
く
は
漢
族
の
文
化
的
優
越
性
と
、
そ
こ
か
ら
き
た
被
圧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

迫
民
へ
の
過
剰
な
収
奪
を
原
因
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
『
後
漢
書
』
西
華
墨
の
中
の
反
省
の
記
事
に
示
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
後
漢
末
期
、
天
下
の
覇
権
を
争
っ
た
曹
操
は
悪
露
の
戦
い
で
衰
紹
の
大
軍
を
大
破
し
、
建
屋
十
「
年
（
二
〇
六
）
、
さ
ら
に
進
ん
で
後
継
の
嚢

尚
が
頼
っ
た
烏
丸
を
急
襲
し
て
打
ち
破
り
、
遼
東
に
逃
れ
た
仁
摩
ら
を
公
孫
康
に
斬
ら
せ
る
と
共
に
、
烏
丸
の
騎
馬
軍
団
を
鳥
丸
突
騎
に
編
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

し
、
華
北
に
覇
権
を
確
立
す
る
の
に
役
立
て
た
。
塞
外
の
盗
難
は
、
な
お
檀
石
税
死
後
の
分
裂
状
態
の
さ
な
か
で
、
朝
比
能
の
統
一
へ
の
努
力

も
未
完
成
の
状
況
に
あ
っ
た
。
漢
末
か
ら
魏
初
期
に
、
周
辺
民
族
へ
の
こ
の
よ
う
な
整
然
と
し
た
体
系
が
生
み
出
さ
れ
た
の
は
、
そ
う
し
た
当

時
の
周
辺
民
族
と
の
力
量
の
差
異
を
背
景
に
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
西
晋
は
そ
れ
を
、
い
さ
さ
か
の
変
更
も
な
く
受
け
継
い
だ
に
す
ぎ
ぬ
。

　
本
稿
が
出
発
点
と
し
た
岡
崎
・
大
庭
両
氏
の
論
考
が
公
に
さ
れ
て
か
ら
、
既
に
長
年
月
を
閲
し
て
い
る
。
そ
の
聞
に
中
国
で
出
土
し
、
あ
る

い
は
公
表
さ
れ
た
璽
印
の
数
は
、
そ
の
年
数
と
ほ
ぼ
等
し
い
。
考
古
資
料
と
し
て
の
璽
印
は
方
寸
の
小
さ
な
遺
物
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
か

つ
て
そ
の
鉦
に
輪
帯
が
結
ば
れ
、
侃
用
者
が
身
に
付
け
て
い
た
と
き
に
は
、
用
い
ら
れ
た
金
銀
銅
の
材
質
や
、
結
ば
れ
た
黒
帯
の
色
に
よ
っ
て
、

一
見
し
て
そ
の
地
位
を
示
し
て
い
た
し
、
そ
こ
に
彫
り
あ
ら
わ
さ
れ
た
文
字
は
、
今
に
一
国
の
政
治
組
織
の
一
端
を
端
的
に
示
し
た
歴
史
資
料

な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
ら
を
丹
念
に
拾
い
集
め
、
綴
り
あ
わ
す
事
に
よ
っ
て
、
思
い
が
け
ず
、
漢
と
は
ま
た
異
な
る
、
魏
晋
代
の
国
際

状
況
の
　
端
を
繰
り
広
げ
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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①
水
野
祐
『
日
本
宙
代
国
家
蝋
紀
伊
国
屋
害
店
、
一
九
六
六
年
、
一
八
○
頁
な
ど

　
に
同
様
の
記
述
が
あ
る
。

②
　
　
『
後
漢
書
』
巻
八
十
七
、
挙
証
伝
（
二
八
九
七
頁
）
、
「
自
永
和
（
一
三
六
－
一

　
四
一
年
）
莞
叛
、
至
歯
黒
歳
、
十
余
年
間
、
費
用
八
十
余
億
。
諸
将
多
断
盗
牢
稟
、

　
私
自
潤
入
、
皆
以
珍
宝
貨
賂
左
右
、
上
下
放
縦
、
不
慷
軍
事
、
士
卒
不
得
其
死
者
、

　
白
骨
根
望
於
野
。
」

③
『
三
国
志
』
巻
三
十
、
魏
書
、
鳥
丸
伝
（
八
三
五
頁
）
、
「
建
安
十
一
年
（
二
〇

　
六
）
、
太
祖
自
級
鵬
頓
於
柳
城
、
…
…
乃
撃
破
其
衆
、
臨
陳
斬
踵
頓
首
、
死
者
被

　
野
。
速
報
丸
・
楼
班
・
尊
書
等
走
遼
東
、
遼
東
悉
斬
、
…
…
及
幽
州
・
井
州
柔
所

　
統
烏
丸
万
感
落
。
悉
徒
其
族
居
中
国
、
帥
従
事
侯
王
大
人
種
衆
与
征
伐
。
由
是
三

　
郡
烏
丸
下
天
下
名
騎
。
」

魏晋周辺民族官印制度の復元と謬魏憲倭人伝壽印（秋山）

〔
謝
辞
〕
　
本
稿
は
有
光
教
一
先
生
に
白
寿
記
念
論
文
を
献
面
す
る
に
当
り
、
岡
崎
敬
氏
の
「
夫
租
歳
君
」
論
考
に
習
い
、
文
申
に
新
出
の
周
辺
民
族
官
印
集

　
成
を
企
図
し
た
所
に
始
ま
る
。
し
か
し
、
集
ま
っ
た
璽
印
は
四
〇
穎
を
越
え
、
ま
た
そ
こ
に
新
た
な
着
想
も
ひ
ら
め
い
た
た
め
、
稿
を
改
め
た
も
の
で
あ

　
る
。
成
稿
と
な
る
ま
で
に
は
、
引
用
し
た
多
数
の
先
学
の
業
績
に
大
き
く
負
っ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
、
正
史
の
引
用
に
は
翻
訳
・
注

　
解
に
あ
た
ら
れ
た
先
学
諸
氏
の
お
蔭
に
よ
る
所
が
大
き
い
。
認
印
の
収
集
に
は
氣
賀
澤
保
規
・
佐
藤
聖
子
氏
に
ご
助
力
を
得
た
。
ま
た
執
筆
に
際
し
浅
原

　
達
郎
・
魚
津
知
克
・
笠
井
倭
人
・
小
南
一
郎
・
田
中
俊
明
・
中
村
大
介
・
向
井
佑
介
・
吉
本
道
雅
氏
、
ま
た
中
国
考
古
学
研
究
会
諸
氏
に
多
く
の
ご
教
示

　
を
得
た
こ
と
を
明
記
し
、
厚
く
感
謝
申
し
あ
げ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
手
前
大
学
史
学
研
究
所
前
所
長
）

99 （571）



mother　or　grandmother．

　　Although　it　is　very　difficult　to　grasp　Wterate　people’s　mentatity　from　historica1

sources，　the　findings　reported　in　this　study　have　implications　fo！’　the　study　of　the

nature　of　Chinese　popular　religion．　The　author　believes　that　the　word　“incense”

（xiang）　surns　up　the　essence　of　Chinese　popular　religion．　By　means　of　the　smoke

rising　from　incense，　Chinese　people　may　have　conducted　a　dialogue　with　the　de－

parted　and　also　commemorated　them．

　　　　　　　A　Reconstruction　of　the　System　of　Official　Seals　Bestowed

on　Neighboring　Peoples　during　the　Wei　and　Jin　Dynasties　with　Some　Notes

　　　　on　the　Odicial　Seals　Mentioned　in　the　So一　Called　Gishi　PI｝ral’inden

by

AKIyAMA　Shingo

　　The　three　seals　mentioned血the　section　of　the　Vaeishu細書that圭s　known　as

£heα5雇吻初伽魏志士人伝in　Japan，　L　e．1）the　Seal　of　the　Kin9　of　Wo　who　is

Friendly　to　Wei親魂倭王印，2）the　Seal　of　the　Leader　of　the　Court　Gentleman

who　Leads血r　the　Good畑中良隠印，3）and　the　Seal　of血e　Co㎜andant　who

Leads　for　£he　Good率善校尉印are　the　core　elements　of　the　passage　concerned

With　Wo倭σP．　Wa）becoming　a　guardian　state藩屏of　Wei魏．　However，　the

meaning　of　the　bestowal　of　these　seals，　what　they　mea虚n　te㎜s　of　Wei’s　evaiua－

tion　of　Wo，　is　a　matter　of　scholarly　debate．　This　is　due　to　the　fact　that　arguments

have　pyoceeded　Without　sut丘ciently　clarifying　the　critical　issue　of　the　Wei　policy　to一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　バward　neighboring　peoples．　In　order　to　grasp　this　pohcy血圭ts　entirety，　Oba　Osa－

mu’s　Shingi　wao“（The　King　of　Wa　who　was　Friendly　with　Wei），　pubhshed　by

Gakuseisha血1971，　proVides　an　early　examp圭e　of　an　effective　methodology　fbr

compiling　and　orga麺z血g　the　newly　excavated　ot丘cial　seals　fbr　neighbor沁g　peoples

bestowed　by　the　Wei　and　Jin晋dynas£ies　and　comparing　them　with　written　sour一

　　　　　　　ces．　In　Oba’s　day　there　were　only　siX　newly　excavated　Wei　and　Jin　seals　extant，

but　as　of　2008　there　were　over　40．　In　add圭tion，　dur血g　that　span　a　n繊nber　of　ex－

cellent　works　on　ofEcial　seals　have　been　published　in　China．　This　study　includes　a

comprehensive　comp錘ation　of　such　examples　and　re－examines　the　w盛tten　sources，

£hereby　succeeding　in　a　re－construction　of　the　poHcy　of　the　Wei　and　Jin　gov－

ern：ments　to　bestow　of且cial　sea至s　on　foreign　peQp正es．　As　a　resu豆t　of　this　study　it　is

clear　that　the　system　of　bestowal　of　of丘cial　seals　was　composed　of　three　ranks，
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which　are　in　descending　order　of　presbige，　the　Guowang　yin国王印，　a　sea正

awarded　to述ngs，　the　Guiyi｝riii帰義印，　a　seal　fQr　pr血ces　and　nob玉es，　and　the

Shuaishan　yin率…善心，　a　sea至for　those　of至esser　sta加s．　Therefore　the　Seal　of　the

King　of　Wo　who　is　Friendly　to　Wei　was　of　the　first　raRl〈　and　the　seals　of　the

Leader　of　the　Court　Gentlemen　who　Leads　for　the　Good　and　that　the　Comman－

dant　were　of　the　third．

　　In　the　northeast　Asian　region，　the　period　in　which　Wo　（Wa）　appears　in　Gishi

YVOjinden　is　the　period　of　the　destruction　of　the　Gongsun公孫lineage　and　the　sub－

sequent　expansion　of　Wei　to　the　northeast．　1　have　demonstrated　that　the　bestowal

of　the　Seal　of　the　Leader　of　the　Court　Gentlemen　who　Leads　for　the　Good　and　the

Seal　o至the　Co㎜andan鮫（者K）llT．t　who　Leads　for　the　Good　in　Three　Han三韓and

Wo　du血g　such　a　period　were　extraordinary　examples　of　such　of丘cial　seals．

The　Terms　Yi　and　Yidafu　in　the　Baoshan　Chu　Barr｝boo　Strips

by

TsucmGuc＄　Fuminori

　　The　Chu　dynasty　bamboo　strips　from　Baoshan包山are　extraordinarily　rare

primary　source　materials　revealmg　the　Chu　administrative　system　during　the　War－

rir｝g　States　period．　This　study　focuses　on　the　units　of　local　government　found

£herein，　exami血ng　the　te㎜s目論：and卿蜘富大夫血particular．　The蜘ority　of

scholars　in　most　research　have　understood　yi　as　roughly　the　equivalent　of　xian　．十en　，

usually　translated　as　district．　Thus，　yidafa　has　beeR　thought　to　refer　to　the　highest

othcial　in　the　district，　i．e．，　district　magistrate，　however，　the　theory　that　yidafu　was

simply　an　appellation　for　othcials　in　general　is　also　worthy　of　consideration．

　　In　order　to　test　this　second　view，　1　have　analyzed　the　cases　in　which　the　word

yi　appears　in　the　Chu　Baoshan　strips．　As　a　result　of　this　analysis，　1　have　clarified

that　the　fact　that　the　term　yidafu　never　appears　in　tandem　with　a　personal　name

and　that　the　of丘ces　such　as　dayi大富and鎚伽α富司馬invariably　appear　com－

bined　with　a　personal　name．　Thus，　one　can　see　that　yidafu　was　not　an　othcial　title

that　was　used　to　specify　a　particular血dividuaL　In　the　Chu　bamboo　strips　yidafu　is

used　ambiguously　to　designate　dayi　and　various　othces　that　included　the　word　yi，

or　to　specify　those　othces　collectively，　but　when　it　was　necessary　to　designate　a

specdic　individual，　the　titles　dayi　and　yisima　were　employed．　This　indicates　in　con－

clusion　that二yidafa　cannot　be　understood　as　the　senior　officia圭of　the　jurisdiction　yi，
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